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林野庁・営林局
各県庁ご指定品 ウシカタの測量･測定機器

『

4

1－

１
１

一一

一

ポケットコンパスの最高峰

トラコン
測定ミスをゼロにした

喜美災蕊刀-(輸仰L露語葹凝量,万
<牛方T式回転製図板＞

ワンタッチ操作で完全帰零図面用紙回転

長大図面の測定も一度に行えるスケール平行移動式

ノンスリップローラーによる直進式不透明紙の使用もできる回転図板

－

<牛方式5分銑ボヶッl･コンパス＞

正像10倍望遠鏡
5'読水平分度装備
磁石盤防水期

牛方の.主製品 ﾛﾝヅW宝防水磁石盤ワイド輪尺ジュラルミン製・補助尺付

陽"Ⅸ九測高器ポケットコンパス用金属三脚堅牢･超軽量
光学直角器測距単眼鏡牛方式成長錐水平距離計算表

i芸霜雷溺霊譲謝脇撰詔鰈さ湾

…ツ”

郡ディレ」

ベンナう

～

堅 ･超』軽量

･算表
■■■■■■■■■■■■■■■■■

、カタ

さい。

コンノ

血 東
Ｔ
京
Ｅ
都
Ｌ

〔
一
言牛 方 商 ‐

２

０
４
★誌

ログ

東映トーキーBM

-I
35ミリのトーキー方式をそっくり8ミリ化した，世界

妓初の光学，磁気両川で，しかも，磁気iii川機より脈|Ⅲ

で，職く，爽際の利川には蚊も便利です。

鮮りlな画面，背鮮機榊の確実さは抜群です。

自信をもっておすすめします。

〔主な仕様〕電源100V,50サイクル・60サイクル，

重量/9.3kg,寸法/320×230×190mm,使剛リール雑

大1S0m捲きリール(1{剛l･"),映写レンズ/F1.5f

=25mm,映嫉ランプ21.5V150W低IE圧ランプ，

映写速度/毎秒24．-零．16コマ，モーター/コンデンサ

ー型イソダクションモーター，アパチュア・マスク/光

学録吉フィルムのマスクと普通8ミリのマスクの切りか

えレバー付，アバチニア櫛造/フィルムの光学録音締を

圧迫撹傷しない特許椛造エキサイター・ランプ/6V･

1A直流点灯，ソーラーセル光検素子，磁気ヘッド/録

音再生消去2個，磁気録音/高周波バイヤス方式・増幅

器/i､ラソジスター2個，シリコンダイオード3個，真

空管32A8,増編器出力/6W,スピーカー/13×19cm

笹円型。

現金正価￥67,500免税価格￥露,909

特約店壊日本林業技術協会
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第 20回

通常総会を終えて

理事長石谷憲男

去る5月26日，本会の第20回通常総会を開催いたしましたところ，多数来賓のご臨席と会員のご

参集をいただき盛会裡に終了いたしましたことを厚くお礼申し上げます。

本会の総会も回を重ねること既に20回，専務理事の交代，事業内容の刷新等その運営についてよ

うやく一つの転期を迎えつつあるやに考えられる次第であります。

昭和23年本会がさきの興林会から日本林業技術協会と改名いたしましたころから18年の長きにわ

たり，専務理事として文字通り本会の柱石となって林業技術の発展のために力を尽してこられました

松原茂さんが去る4月28日，約半年にわたる療養の甲斐もなく亡くなられました。

本会のためにも，またわが国の林業界にとっても惜しゑてもあまりあることでありまして，誠に残

念でなりません。ここに謹しんで会員と共に哀悼の意を表する次第であります。

その松原さんの後任には，関係各方面に慎重に話し合いました上で，前林業試験場関西支場長の徳

本孝彦氏をその候補者として，総会にはかりましたところ満場一致で，ご承認をいただきました。

徳本孝彦氏は林野庁研究普及課長，計画課長，林業試験場調査室長などの要職を歴任され，人格円

満な，そして頭脳明哲，篤学の人でありまして，本会の専務理事として最適任者であると思う次第で

あります。会員各位のご支援を期待して止承ません。

さて，本会の事業につき，目を転じますと，過去20年にわたり，各位のご協力をいただき，年と

ともに着実な成長を遂げ，ようやく安定に近い力を蓄えてまいったのでありますが，その収支予算に

おきましても，昨40年度に比べ約47％の伸びを示しているのであります。

またわが国の林業を取りまく諸情勢は，最近ますます困難の度を加え，林業の将来に対する危倶感

さえ広まりつつあるように思われます。なかでも深刻な問題は，労働力が急激に減少しつつあること

でありまして，この対策なくしては日本林業の成立が根底からゆらぐ．ことになるのであります。

本会では，昨年度に引続き，省力林業の推進を重点として，各方面の力を結集してその技術の開

発，改善，普及に努める所存でありますので，会員各位はもちろん，関係各機関の強力なご協力とご

支援をひたすらお願いする次第であります。

－1－
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本籍地兵庫県竜野市神岡1町東觜崎156番地

明治41年11月5日生

昭和8年3月東京帝国大学農学部林学科を卒業，直ちに兵庫県林務課に農林技手として入った。

昭和14年5月満州国政府から同国官吏として招聴されて，初め満州国林野局に入り，その後承徳
営林署長，海拉爾営林署長等を歴任し，林業の第一線の要職にあって，新興満州国の林政の基盤の
確立に大いに貢献した。

｜昭和19年5月現地において応召し，終戦後はソ連に抑留され，昭和22年3月に帰国し，翌23
年3月社団法人興林会（同年9月日本林業技術協会と改称）の専務理事に就任した。
その後昭和41年4月28日死去するまで9期18年の長期にわたって，わが国における唯一の林

業職能団体の専務理事として，戦後の日本林業の復興と林業技術の振興に尽し，また，協会に測量
指導部が設置されると初代の部長を兼務し，航空写真利用による森林調査技術の確立と指導普及に
力を尽した。

こうして半生を日本の林業界のために，林業技術の向上のために捧げた事績に対し，昭和41年

’4月28日,勲5等墜光旭日章が贈られた。

～

－2－
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識しんで日本林業技術協会専務理事松原氏のご霊前に申し上げます。

あなたは，昨年夏頃より病魔の冒すところとなり爾来，療養をつづけてまいられたのであります

が，その甲斐もなく4月28日遂に逝去されました。誠に哀惜おくあたわず悲しみに馨れるばかりで

あります。

君は風光明媚な兵庫県竜野市に孤々の声をあげられ，昭和8年東京帝国大学林学科を卒業，直ちに

兵庫県股林技手となられ，昭和14年には満州国より招鵬をうけ，満川国林野局造林課，承徳営林署

長，ハイラル営林署長を歴任，大陸にかけた日本の夢をになって，希望に燃えた日夜を送られたので

あります。しかしながら終戦の後はソ連に抑留され，そこでの2年有余は，言語に絶する困苦をな

め，厳しい運命に耐えて来られたのであります。このことはあなたの天性の豪毅果断をより一層不屈

に鍛え上げたものと申し上げることができましょう。

かくして昭和22年9月国敗れて山河のゑ残った内地に引揚げて来られ，翌23年3月戦後の混乱の

続いているさ中にあって，日本の荒廃した森林の危機を救い，日本林業復興のための有力な担い手と

もなった社団法人興林会の専務理事に就任され，さらに同年9月興林会が社団法人日本林業技術協会

に発展するとともに，その専務理事に就任されて，今日に至ったのでありました。

かえりみますれば，貴方の生涯は誠に日本林業技術の歴史的展開とともにあり，その貢献せられた

業績の大きさを痛感するものであります。

常に林業の世界を愛し，そこに自己の安住の場所を見い出しながら，自己の使命をよく自覚して正

しいと思ったことはどこまでも発展させてこられた努力は，余人の及ぶところでなく，衆人ひとしく

認めて，敬服いたしているところであります。今日日本林業は世界に誇りうる多くのものをもつに至

りましたが，これにはあなたの推進力に負うところが洵に大きいと思うのでありますが，一方あなた

は，豊かな経験と深い知識をもって多くの後進をお育てになりました。林業講習所の識師とし，ある

いは新潟大学，宇都宮大学の講師として，また営林局，署，都道府県の職員童で，林業技術，就中，

航空写真測量の第一人者としてのあなたから指導をうけた教え子ば少なくないのであります。

この得がたい指導者を突如として失った林業界の悲し承は全くはかりしれないものがあり，私とし

まして，あなたの後輩の一人として深い深い悲嘆にゑたされるぽかりでございます。

本日幽明境を異にしましたあなたのご霊前にご生前のご厚宜を深く感謝いたし，あなたのご功績を

偲びつつ，ご冥福をひたすら祈りお別れを申し上げる次第であります。

昭和41年5月4日

林野庁長宮田中璽五

逼へ

声
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松原さん，あなたは私達が奇蹟の回復を願った甲斐もなく，4月28日朝，永遠の眠りにつかれま

した。私達はいつかこの悲しい知らせを受けねばならぬことを覚悟はしておりましたが，現代の進ん

だ医学に期待を寄せ，1日でも2日でもながくと祈ったのも空しかったと知った時の衝撃を言い表わ

す言葉を持ちません。

それでもあなたが，もうこの世にはおられないのだという，童ぎれもない事実が，現実のものであ

るとは思えない気持で，野辺の送りもすませ，今日に至りましたが，ここに最後のお別れを申し_上げ

るに当り，あなたを失った悲承と痛手が改めて強く胸に迫って参ります。

松原さん，あなたは昭和22年にソ連から帰還されて，名称を改めて新発足した，わが協会の専務

理事に就任され，以来18年間，時の理事長を補佐して活躍してこられました。

願ふますと，発足当初のわが協会は会員は4千人たらず，専任の職員はわずか数人という状態でし

た。そして，時あたかも戦後の混乱期にあたり，物資は極度に窮乏していた頃でした。この困難な時

代に会誌を復刊し，協会組織の充実，内部機織の整備等を着々と進め，昭和30年には，会員1万2

千人，今日では1万5千人になんなんとする大会団に育て上げる大きな力となられたのであります。

また，この間，測量指導部を創り，森林航空写真測鐘に関する指導普及および受託事業を開始する

という大事もなしとげ，わが協会の安定した基雛を築くのに尽力されたのであります。

このように，わが協会の発展の陰には常に松原専務理事の活躍があり，松原専務理事が歩まれた道

程は，またわが協会の歴史でもある，といえるのであります。また，日常の執務ぶりに思いをいたせ

ば，松原さんは会務のすべてに精通され，職員の1人1人に適切な指示を与え，指導を行なって，自

らもペンをとり，算珠を手にし，時には山猿象した事務に悩む職員を手伝うといった精励ぶりであり

ました。こうして，陣頭に立って会務に専念されていた在りし日の松原さんの姿は，私を始め，職員

一同の脳襲に焼き付いております。よき専務さんであったあなたと共に仕事をし，笑い，苦しゑ，悩

んださまざまのことは，終生忘れ得ぬ思い出となって残るでありましょうが，一方，あなたの日夜を

分かたい精励が，もしや病魔に蝕ばまれる原因になったのではないかと思うとき，私達は悔んでも悔

承きれない思いにさいなまれるのであります。

しかし，いまやあなたの育てられた日本林業技術協会は，人に例えれば成年に達し，あなたのいつ

くしまれた樹や草に例えれば，花を咲かせ，実も結ぶころとなったのであります。

私達は，あなたのご遺志を受け継いで，協会をますます隆盛に導くことが，これまでのご尽力に心

から感謝し，報いるただ一つの道であると信じ，努力を続けるつもりであります。

松原さん，5月の風かおる今日，私達は衷心からご生前のご功蹟を讃え，緑したたる若葉に包まれ

て安らかにお眠り下さるよう祈って，お別れいたします。

〔雛鳥ﾙ霞護罰。誰蝋＃&鯉4昊谷懸勇

《
）

ニョー
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君 と私

松川恭佐
〔本会顧問〕

醗両腕日林協の名誉会員，早尾丑磨先輩から「松原君が亡くなって，松川君も片腕も
がれた感じだろう。片腕どころじゃない，両腕とでも言いたいところかな」と言って弔問をうけた。

いかに覚悟していたこととは言え，君なき今，なんという寂しいことであろう。眼の前に大きなう

つるがぼっかりとあいて，押しても引いても，なんの手ごたえもない。呼んだとて，なにひとつ反響

もない.….､大きな夢を描いたまま，永遠の眠りについた君。熱いものが頬をつたわる。・・･･全く両腕

もがれた以上の悲しゑである。

八木沢企画室長から，たのまれるままに，君の思い出の数女を順序もなく，一つ書きにして見よ

う。ただし君のことと私のことは余りに密着しているため，境界不明の部分がでてくると思う。この
重なりをお許しねがいたい。

④興林会要員昭和22年秋，君はシベリヤからの復員，私は支那大陸からの引揚者，2人は

満州で別れて以来久しぶりで，世田ケ谷の私の家で会った。昭和23年のはじめである。

この2人は，早尾先輩・玉手兄たちの肝煎りで，同年2月，日林協の前身，社団法人興林会の常勤

役員に内定し，その翌月13日正式就任の運びとなった｡就任などと言うよりも，裸一貫で祖国の土を

踏んだ両人にとっては，採用していただいたと申すべきであろう。そのように謙虚と感謝に満ちて，

選任をお引受けしたものであった。

かくして，私は白沢・早尾両理事長のあと，第3代目の理事長を継いだ。そして松原兄が専務理事
となり，このときから，今まで以上の緊密な関係が結ばれたのである。そのとき君は年齢40，私は

55で，君には4,000円，私には5,000円の月給が約束された。

いかに終戦直後の時代とは言え，数人の家族を抱えて，これでは生活がむずかしかった。早尾先瀧

は，「ただし内職は勝手たるべし」と申し添えられたが，私にはその能力がないので，焼けのこりの

家品を売ったり，女房や子供たちにアルバイトをさせた。松原兄のすすめで漣鶏を始めることとし，
一緒に朝霞謹鶏場に出かけて，バタリー飼いの伝授をうけたのもこの頃である。私は60羽くらい飼
育した時もあったが，卵の売捌きがむずかしく，女房もやりきれなくなり2カ年くらいで廃業した。
松原家でも養鶏は長続きしないようだったが，奥さんが熱心に裁縫で働かれたようである。

われわれのゆく道は専心，誠意と努力で会の実績を上げるよりほかはない。そうしたら，生活の保
障も自然について来るだろう。背水の陣とはこれだなァと顔を見合わせては苦労も忘れ，愉快に事務
所へ通ったものだった。

⑧松みどり興林会人となったこのとき，当面の目標は，言うまでもなく，会再建の一事あ
るのゑだった。それは取りもなおさず林業技術者の職域団結にほかならないが，いくら格調高いスロ
ーガンを掲げてもだめだ。現実に即することを第一とし，堅歩を進めてゆかねばならぬことがわかっ

た。
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まず散らばっている会員の収拾が戦後処理の第一着手の仕事。次で会組織の強化である。第三は，

財源の確立である。それから会活動の活発化に進むべきであるとした。

それに加えて事務所を安定させなければならぬ。中央事務所の確立こそ大切だなどという。なんと

まあ目蚕ぐるしいことであった。

以上の第一段階の目星がついたら，いよいよ会事業の拡大へ進むべきだろう。こんな話で明け暮れ

しながら，廷松みどり腹（原）は変（川）らぬ二人づれ〃などと，駄句をひねって笑い合

ったり，励ましあったのも，その頃であったと思う。

どんな苦労でもやって来い。2人でいれば苦労などと,思うことすら忘れていると言うものだった。

この頃が一番思い出の深い時代であった。

君は技術畑出身にもかかわらず，事務的手腕の冴えをもち，法規に詳しく，協会内部の規定令則

は，この頃からほとんど君の手によって作られたものである。
《
）

④名門なにしる興林会は，大正10年創設以来，当時27カ年の伝統をもつ，唯一の林

業職能団体として名門に目されていたが，いかにせん第二次大戦で世の中とともにすっかりひつくり

返ってしまった。その上事務所は再三の戦災で演滅転々したので，残る書類・備品とてはほとんど皆

無という有様。職員は戦中最後を守りぬいた下田氏と引揚援護会の八木氏の両先輩の承だから，われ

われを含めて総員4名ということで，いかにも敗戦風景の生をしさが漂っていた。

この名門建て直しの時代と，現在の協会の姿とを比較すると，その間における松原専務理事の活動

が浮び上がってくると思う。

⑳興林会の消長興林会が大正10年生まれ出た頃は，会員が100名台，予算は200余円といっ

たものだったが，先薙たちの真剣な努力で，うわ向きの一途を辿り，昭和17年頃には会員が5,000

名台を数え，予算は50,000円近くになった。

これが前述のように大戦に突入してからは，国を挙げての混乱で，記録も失ない，会員も続々 と戦

に赴き，会費も集らず，伸び出した新芽はぽっきり折られてしまった。昭和18年秋以来3カ年会誌
休刊の実状でも，大体の想像ができよう。

昭和21年，すなわち終戦翌年には，会員数不明，予算は辛じて80,000円台を示した。われわれ2

人が参加した昭和23年には，会員数3,000名台と言われ，予算もいくらか増加の傾向を示して来た。

これ創設以来，白沢・早尾両理事長ほか太田・片山・河田・杉浦諸先輩その他の苦心育成の根深さが

基調をなしていたためである。この基調の上に，戦後回復の緒光がさして来たのである。

－－

、森林記念館昭和23年春の興林会事務所は，赤坂見付の元の閑院宮邸（現衆議院議長公邸）

の見付側崖下の，バラック建て日本国民食糧K.K・のうっとうしい小さな一室であった。ここには，

樹芸会社の田中波慈女先難なども一角に陣取っていた。戦前，有名な幸楽という料亭のあったところ

で，その焼跡の庭にはまだ赤い鳥居の稲荷社などが残っていた。

そのうちに佐藤正典という人物が，神田鎌倉河岸に木造の会館（林友会分室という）を造ったから

是非にといって来た。あまり好ましくはなかったが，陽光がたくさん入って明るいということで同年

7月樹芸会社とともに移転した。こんなことで松原専務理事の仕事はますます煩雑を加えた。

ここは神田駅にも間近く，都心圏に入るので便利はこの上なかったが，各種団体．会社の鮒:り合い

世帯の関連雑務が，非常に協会の仕事に影響するようになってきたので，止むを得ず立退くことにな
った。

ちょうどそのとき治山会館ができかかっていたので，西沢先輩に懇願し，その館内の小室を借用す
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ることになり，翌24年夏ここに移転した。この頃は常勤者も7，8名となったが，3坪余の部屋で

あるから，肱をすれ合うくらいの目白押しで，壁に向って仕事しないと，来客を通す余地もない。こ

ういう不自由さはあったが，館内は林業仲間の象の気やすさで，2年間もごやっかいになった。ここ

で六番町の森休記念館に移るまで，創立30周年を迎える準備を急いだのである。松原兄の仕事は日

夜の別なくどこまでも連続し，日増しに増量した。

そもそも，興林会創設以来，事務所は，個人宅・官庁借用・ピル・バラック・会館の間借りなど，

30年間に14カ所を流転し，平均2カ年くらいで移りかわった。このように浮動することは，会員ま

で心の安定を欠き，会務にも及ぼすことが少なくなかったと思う。安定の地を得るために，足を棒に

して松原兄と戦災焼跡をまわり土地を物色した。一度買い換えをして，ようやく現在位置にきまるま

でには，1年半を費した。

これが資金の面では，石谷憲男さんが，われわれの窮状を見兼ねて，「私たちの森林」刊行の益金

を振りむけて下さったことに原動力を得，われわれはそれにつづいて，全国的に一般寄付を仰ぐのに

力をつくしたのであった。「30周年式典」は当時なによりの画期的事業であり，また，一致協力の合

言葉のように使われていた。

このお蔭で，都心に便利で静かな住宅地の一画を入手し，その上に記念事業の一つである菫森林記

念館〃が新築されたのである。昭和27年3月27日松原兄とともにこれを仰ぎ見て，感無量の落成式

・30周年記念式典を祝ったのである。

次で，昭和36年6月には，40周年記念式典を行ない，記念事業の一つとして，この森林記念館に

赤練瓦色の三階建てを増築し，かねての松原兄の計画通り蜜料室，会議室その他にあてたのである。

一

⑰常務理事会と日本林業技術協会私は会の責任はすべてを背負うから，しつかりたの象ますと決意

を示し，仕事のことは，センスの新しい，分別盛りの常務理事会に任せてやっていただいた。松原

兄はこういう会合の中心となって，巨細にわたって綿密な企画をたて，はらはらするくらい凄く働い

た。建て直し初期頃の常務理事会の顔ぶれは中川・植杉・小倉。淵・平野。吉田(好)などの諸兄が瞼

に浮ぶ。

まず他の職域団体と伍してゆくのに会名は，卒直なる表明を要することから，なつかしい興林会名

を改めて，同じ法人梢をもった日本林業技術協会として，定款を変更し認可を得た。

昭和26年は創立30周年となるので，それまでに会員10,000名を目標として努力したが，ついに

同年目標を突破した。翌27年には，森林記念館が落成したので,1年延して落成式を兼ねて記念式

典を催したのである。図謬の刊行・普及事業・各種催しの盛大になったのもこの頃からである。

この年，満州国で10数年間空を翔って森林撮影の腕を磨いて来た帰朝技術者が中心となり，石谷

計画課長の発意により，林野庁の行なう空中写真の一翼を担うこととなった。日林協測量指導部の設

置がそれである。後に松原専務理事はこの指導部長を兼ね，最新技術を導入して，会活動の範囲を拡

大すべく，自ら北米における航空写真視察団長として渡米し，多大の成果を収めて帰国した。同兄の

あとは，現在の成松兄が継いでいる。

私は昭和36年の創立40周年記念式を終えた翌37年，14年間の在職を終えて引退し，石谷理事長

と交代し，常任顧問の推挙をうけて今日にいたっている。松原兄は引きつづき新理事長のもとに専務

理事として勤続した。

日本林業技術協会の織造規模は今や会員約15,000名を数え予算は2億円に近い盛況を示している。

協会常勤役職員も52名となっている。いまさらながら君の築いた大きな基磐の真価がうかがわれ万

人ひとしくその功績を讃えざるはない。

《
〆
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⑳閲歴回顧すれば君は明治41年兵庫県揖保郡神岡村に出生，昭和8年東京帝国大学

農学部林学科を卒業，ただちに兵庫県庁に奉職したが，昭和14年満州国政府から招聰をうけて渡流

した。満州国ではしばらく林野総局地方造林課に席をおいたが，選ばれて熱河省の承徳営林署長，次

で興安北省の海拉爾営林署長の要職についた。承徳営林署は万里の長城に近い中国国鏡方面における

国防，産業の重点地域の林野約300万haを管轄し，国防遮蔽林，防風防砂林の造成，荒廃地地隙造

林等の特殊技術を駆使し,大規模造林を実施する営林署であった。海拉爾営林署は約200万haを所

管林野とし，蘇蒙に国境を接する内蒙砿原における各種の造林計画の実施と背後に連亘する大興安嶺

一帯の原始林開発の重大使命を帯びた営林署であり，両署共に満州国西部正面の重鎮であった。広い

大陸では近接するこの2営林署所在地は緯度で約8。（北緯41｡～49.）を距る。日本で言えば鹿児島

県から青森県くらい離れている。松原兄が家族づれでどんな思いで荒凉の天地を赴任したか。

いかに国の重大使命を担って行ったとは言え，万感交々であったろう。ことにハイラルは冬季零下

50･を示すこともまれではなく，しかも降水量は満州全体が少ない所だがこの両署は年300～500mm

という乾燥地帯で，西風も強いから造林技術上の苦心はまたひとしおであったろう。

しかしこのような経営上の苦心談よりも，まず初夏砿原に展開される大陸独特のフローラの雄大

さ，百花捺乱の豪華さ，露人や蒙古人が生活を楽しんでいる風景などを，よく物語ってくれる松原兄

だった。

承徳に2年，海拉爾に3年を過した頃，大戦はいよいよ苛烈となって来た。同兄も昭和19年5月

臨時召集をうけ，自分の管内だった大興安嶺の陣地にたてこもりながら，対蘇戦の防衛に身を捧げた

のである。翌年8月の終戦によってソ連軍に引き取られ，斉左恰爾に集結，つづいてソ連邦に抑留さ

れた。

ソ連軍下の生活は3年つづいたが，誰も知る如く，辛酸を極めたものだったらしい。しかし松原兄

は後日こんなことを言っていた。「抑留されてから連行される途中，逃げようと思えばそんな機会が

ないでもなかった。無理すれば旨い食べものを手に入れることもできたようだ。しかし，自分は天に

任せて与えられるものを食べ，指定される通りに寝起きし，働いて来た。今から考えるとこれほどの

んきな生活はなかった」と。復員してからの多忙きわ童る経歴は前述の通りである。

《
一

鰯春泉院釈浄茂居士一言にして言えば，法号として贈られたこの名が実によく君の性絡を表わして

いると思う。春の日ざしをうけて渡左と湧き出ずる清らかな泉のような君である。

君と共に私は満州において，またこの協会における18年間において，かつて一回も言い争そった

ことがない。全く春のなごやかさと円満寛容の性を備えた，しかもシンの強い人であった。その他君

の性絡の片鱗はこの拙文の中にところどころ表われているので，蛇足を加える要はないだろう。

棺を覆うてはじめてその人の真価を知ると言われるが，私は君についてその感をとくに深くせざる

を得ない。とくに昭和28～30年の頃思いもよらない事故によって，長期欠勤の止むなきに至ったと

きなど，久しに耐えて，君ならではなし得ない大きな専問外の勉強をされたのである。

席卑

、死に直面昭和40年1月，厳冬の頃から体調の異変を訴えるのを聞いた。生来のゼンソ

ク持ちだからとか'風邪の咳とか，あるいは推骨の老化とか，または悪性にあらざる縦隔膜腫錫の疑

いとかで何回も検診をうけていたが，どこでも真症を捕捉することがなかった。時には結核の診断を

うけてパスを飲んでいたこともあった。そうこうしている間に病は進行していたものと思われる。

松原兄と共に，私が誘われて山に行ったのは昭和40年3月であった。松原兄と太子営林署長の片

岡兄との約束によって，署長の創案した事前造林と全木集材作業を見学に行ったときである。水戸駅

では，海拉爾営林署時代の部下だった上曾兄，同じく満州の航測ベテランの故堀江兄の未亡人に会
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一

い，水郡線にのりかえ太子に下車して，営林署を訪れた。

君は「最近の日本林業」と題して署員たちに懇切な話しをした。翌日は共に山へ行って見学を遂げ

て帰京したが，元気さは常に変らないようであった。いつものように，犀利な頭脳で現場員の説明の

消化に努め，質疑に時のたつのも忘れている位だった。

その年の秋頃だった。どうも調子がおかしいというので，11月慶応病院に入院。熱れには帰休し

て新年を自宅で迎えてのち帰院。3月，一応の治療を終えて退院したが，病状は悪化するばかりなの

で特に藤田，林，両兄らのお世話により，浦和市立の診療所に入ったのは4月4日深更であった。病

名は新聞にも報道された通り，肺癌であった。

主治医が病名を松原夫人に告げたのは昭和40年12月末であった。本人はかたく回復を信じご家族

や友人一同に励まされ努力をつづけていたが，いよいよ死の前日最愛の夫人やお嬢さんた､らを集めて

後事を託して告別たのである。惜しくも昭和41年4月28日朝,9時6分，静かに一生を終えられ

た。億。

曇あとがき君の郷里にはご高齢の母堂が居られる。孝心深い君はどんなにか’この母上の

うえに思いをよせて逝かれたことであろう。またご母堂のご心中お察してあまりあるものがある。と

もに傷心のいたりである。

58年の一生を通じ，国事の大本，林業に捧げた君の功労は逝去ののち，天聴に達し，正6位勲5

等に叙せられ双光旭日章を賜わった。故なきにあらずである。

一陣の悲風は日本林業界の上を蔽いつくした。日本林業技術協会は協会葬の礼をもって･し15,000名

の会員が中心となって，君のご逝去を悼承，その功績を敬仰し，さらに前進の決意を新らたにした。

つつしんで，君のご冥福を祈り，粗辞を謝して欄筆する。

（41，5－20穂）
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軒舗6“

かくれたる外交官

－松原さんを偲んで－

西尾元充

〔アジア航測株式会社常務取締役〕 ニューヨークブルックリンにて，アメリカ視察団一行

《
一松原さんの死は，あまりにも突然であった。

受話器の奥の方から，金属的な響きをもって伝えてきた言葉が，ほんとに嘘のように思えてならな

かった。

会わなかったのが，ほんのしばらくだったような気がする。考えてみると，私が松原さんの病気を

知ってからわずかに6カ月である。その中にゆっくり会って，と思っている時であっただけに，何ん

としてもやりきれない思いである。

1960年の秋，日本から初めてアメリカへ航空写真の視察団が派遣された。それは，林野庁のお骨

折りで，農林水産生産性向上会議から，主としてアメリカの林業と航空写真の関係を調べるために派

遣されたものであった。

－－林業経営における航空写真の利用状況一一というのが，視察団に課された目的で，松原さんを

団長とす-る6名であった。

団長，松原茂，団員には，中田幸吉氏（富山県)，森安弘之氏（岡山県)，笠松清氏（国際航業)，

青野辰雄氏（パシフィック航測）それにセクレタリーとして筆者が加わり，総員6名の視察団が，正

味2カ月，アメリカ各地を駈けめく．ったのである。

日本に航空写真の技術が導入されて，すでに半世紀の歳月が流れている。それまで，ほとんど外国

からの一方的な情報の入手でしかなかったのが，初めて一つのチームが，新しい技術情報の収集にア

メリカまで出かけたのである。いうなれば，これは日本の航空写真測躍の歴史の中に，一つの大きな

記念碑的な行事であったともいえるだろう。それだけに，出発前に，このチームにかけられた期待

は，非常に大きかったといえるのである。実際に，盛りだくさんの要求が，技術家の立場から，また
は行政的な立場から寄せられたのである。

こうした重大な使命感に満ちた視察団を統卒したのが，松原さんであった。

10月24日に羽田を出発してから，ちょうど2カ月の間，アメリカ大陸を東西に2回，南北2回と
いう縦横断飛行をやって，その間に歴訪した政府機関は，実に4O近いものであった。すなわち，国

務省，商務省，農務省，陸軍省などの外，各州で，それぞれ必要な機関を訪ねた。

特に農務省では，フォレスト・サービスにある，林業訓練センター，写真測煙センター，森林害虫
研究所，中部山岳地区林野実験所，北西太平洋林野実験所，太平洋地区地図作成所，林産試験所な
ど，広範囲にわたる視察個所が，事前に準備されており，行く先をで，それぞれ専門家から，懇切な
講義や説明をうけたのである。

これらの各地で受けた文献や資料は，実に床上において1メートルに達するほどであった。

同行した国務省の通訳の言によると，航空写真関係というのは非常に珍らしがられているとのこと
で，どこに行っても歓迎されたのである。

一
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一

左より

蕊者，カール

ムースナ一氏，

松原氏

団長である松原さんの仕率は，ただ視察団の統卒というだけでなく，訪問する先をで，まず最初に
一席挨拶をぶつという，非常に難しい仕事であった。

一つの機関を訪問すると，事前に国務省からの連絡がついていて，ほとんどの場合，そこのチーフ

が待っていてくれる。まず挨拶，団長から団員の紹介，続いて双方の幹部の公式的なスピーチが始ま
る。それが終ると記念撮影があって，いよいよ案内が始められるという段取りであった。

この挨拶は，大体は公式的なものであるが，よく気をつけて象ると，その場，その場で非常にニュ

アンスの違った表現をされていたことに気付いたのは，旅行にもようやく馴れてきた頃であった。

私達の旅行の詳細については，『測量屋世界を重わる』という表題で，日本測量協会の機関誌に発

表したが，さらに，その中から抽出した幾章かをもとにして日本林業技術協会から刊行された，拙著

『航測あ・ら。かると』の中でも紹介しているが，ここでは，それらの中にも書き残されていない，

エピソードの幾つかをお知らせすることにしよう。

最初ワシントンに約2週間滞在して，いろいろな講義を受けたが，間もなくワシン1,ンを出発して
各地の研修旅行に行くという頃，私達の面倒をぶてくれるロジャース氏の住宅地を一夜訪問すること
になった。そこはワシントン市内から，車で約30分ばかり離れたバージニア州で，最近新しく開発
された団地の一角であった。

大都市周辺の地価の値上がりは，いずこも同じらしく，また周辺の団地造成も，日本と同様なかな
か活発であるとのことであった。

その夜は，ロジャース氏の住んでいる地域の社交クラブの会合が，教会で開かれるので，この機会
にアメリカ人の家庭生活や，教会を中心とした市民活動などの実際を見たらというロジヤース氏の好
意から出たものであった。

ここの住宅地は，新しく住象ついた人達が話し合って，各人の収入に応じた金を拠出して，最初に
教会を建設し，次に付属の託児所兼幼稚園を作り，さらにこんどは，大規模な総合病院を建設すると
いう，われわれには考えられないような自分達だけの力による町づくりの計画が清之と進められてい
るところであった。病院の建設は政府に交渉して起債を仰いだのであるが，工事の完成も間近かに迫
り，今後の運営が議事の中心になっていた。

私達が西部劇で染るフロンチャー精神というものが，いまなお脈盈として流れていることを目のあ
たりに見たわけであるが，かれらにしてみれば眼の黒い東洋人がぞろぞろと会議の中に入り，夕食を
共にしたのであるから，非常に珍らしかったのであろう。会議が終ると，奥さん方の手料理になる夕
食のご馳走になったが，その席上で，チームを代表して松原さんがスピーチをすることになった。
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）

昼間の行事と違って，多分にプライベー1､な会合であるから，一体どんなことをいうのかと私自身

も興味をもって聞いていた。

型どおりお礼の言葉をのべた後で，最後のしめくくりの言葉が次のような発言で終った。

－私がアメリカに来てから約2週間になる。その間私はアメリカの悪いところはどこかと，それ

だけを気をつけて過してきた。しかし今のところ，遂に私にはそれを発見することができなかった。

残念ではあるが－

スピーチが終ると，とたんに拍手とともに，大きな笑い声がまき起こった。

受けとり方は各人まちまちであったろうが，ウイットに富んだスピーチにたちまち座が一転して堅

い気分がすっかりとほぐれて，きわめて和気あいあいたる空気になったのである。

会議の始まる直前までは何のかかわり合いもなかったアメリカ人と日本人が，こうしたわずかの時

間で，すっかり打ちとけた気分で語り合うという，そのきっかけがこうして作られるということを考

えると，その人独自の持ち味というか，にじゑ出るような人柄が相手方にも感受されたのであろう。

当時の私の記録には，次のように書き留めてある。

『遠来の客であるわれわれに対して，すべての人がお別れの握手をして帰った後の教会で，牧師さ

んからいろいろな施設を見せて麓ってから帰途についた。何かほのぼのと心温まる思いであった｡』

このような古い記録をひもといていると，さまざまな訪問先での，さまざ童なシーンがなまなまし

くよみがえってくる。

私はセクレタリーとして-i-分な補佐はできなかった。むしろ荷厄介な代物であったろうと反省して

いる。むずかしい団長の役は，帰国後も，やはり目に見えない糸で私達と結びついていたと思ってい

る。しかし，いまはその松原さんはもういない。航空写真の，いよいよこれからという時点に亡くな

った。小さいことながら，民間外交の実をあげた一人であった。

それとともに，航空写真の歴史の中では，大きな足跡を残した人である。しかしご自分では，そん

なことは露ほどにも考えていなかったであろう。松原さんという人は，そんな人だったのである。

一
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一

松 原君の性格と闘病

滝川三郎
〔森林開発公団理事〕

松原君と私は昭和5年から駒場で3カ年間学生生活をともにし，戦後は公私なにかと助け合った

仲である。

あの頃は不況の最中であり，クラス40数名互いにあまり豊かでもない連中であり派出な遊びをす

る者もいなかった。ことに時折の実習旅行は度重なるとなかなか負担が重いものに感ぜられたが，

この貧乏旅行が大変味のある思い出の多いものであった。かれはいつの旅行でも真黒い顔して瓢然

と最後の集団あたりに入って歩いた組であり，宿へ着けば一番先に碁盤をあさるのが常であった。

かれはi怪い肋膜炎の前科をもっていたため，頑健ではなかったが，クラス野球の投手としては手

頃の存在で重宝がられたが，のんびりした林学科，そして時折の山歩きはかれの性格にも合い体質

改善に大いに役立ったとみえて，その後は病い気など聞いたこともなかった。

卒業後，かれは北海道の演習林入の話もあったが，当時すでに綾子夫人とのロマンスもあり郷里

の兵庫県庁に勤務することになり，同級生をうならせたもんだ。

その後は満州国に招かれ承徳，とかハイラルの営林署長等，正に最前線の林業指導者となった。

応召して終戦を迎え，ソ連に連行されたりで，この間われわれも長い間別れ別れの歳月が流れたが

復員後は興林会専務から林業技術協会にと，松川前理事長の又とない女房役としてこの協会の発展

に専心され，森林記念館の建設やら航空測量事業の導入やらで会の基礎をしっかりと固めたのであ

った。航空測量の内地林業に活用の面では私などの知らぬ間に大家になってしまい各地大学の講師

として後継者の養生につくしたようであるが，かれが先生，先生と呼ばれた時どんな顔して応対し

たかと思うほど先生らしから･ぬかれであった。

この間われわれのクラス会の幹事役としてこまめに世話をしてくれた。ことに淌田君の病中およ

び死後一身にその家族の面倒を見てくれ奇しくも同じ癌のため自らも命をうばわれる身となった。

松原君の一生は戦中は林業の尖兵として大陸に活躍し，戦後は林業技術者のために尽され，参議

院戦では人一倍苦労もした。その間同灘等，官に復職した者も多い中に唯一人この道一筋に生き，

必ずしも世間的には華かな立場でなかったかも知れないが，残された功績は誠に大きく級友の誇り

であった。この間には2カ年間山中で仙人のような生活をし，好きな囲碁の研究で憂晴しに明け暮

れしたと言うが，われわれもかれの居どころは聞かぬことに決めていた。このことはその後も親し

いわれわれにも話したこともなかった。

かれはクラス切っての明哲な頭脳の持ち主でありながら，これを光らかすことの大きらいな性絡

で，いつも明朗で，かれの出席する会合は常になごやかなものになった。またいろいろ相談に行っ

ても，こだわりのない中正な意見を示してくれて，この点かれは常に大人であり，私の兄貴であっ

た。

最近のかれはバラつくりを楽んでいたが，南側に二階家ができて日当たりが悪くなったとこぼし
ながらも，なかなか自信を持っていて，この話と藤の話をする時は又となく楽しそうであった。
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昨秋かれが慶応病院へ入院して「縦隔腫瘍」と言うあ重り聞いたことのない病名に，私など何と
なく弱気の予想をしがちであったが，かれは絶対に悪性ではないと信じ，来春は再起すると確信し
いろいろな苦しい検査を受けてもこの信念は少しも変わらず，その精神力の強さに驚かされた。最
後に手術をやめてコバルト治療と決定してからも非常に元気で，その効果があってか，3月中旬に
は「明治神宮を散歩して本を買って来たところだよ」ときわめて健康人の如く体力も旧に復したか
に見え，私も本当に全快は近いものと思った程であったが，実は正月の病院体に浦和の自宅に帰っ
た折，綾子夫人ば医者から病名を知らされていたそうである。

いくら月世界へ旅行ができそうでも，われわれの年齢層の者は到底癌には勝てそうもないと，今
度程しゑじみと寂しさを感じたことはなかった。

死期のせまった者は誰でも，わが家が恋しくなるとゑえ「早く退院したい。4月には帰る」と言
い幕し，4月上旬微熱をおして家に帰ったが，翌日からは遂に再び起き上がれず10日にして再び
病院に運ばれたと聞いたが，それ程に住承たい自分の家，かれにして見れば長い苦悩の末確保し得
た唯一のお城であり，愛蒲のひとしお深いわが家に帰ったところで，丹精のバラの花も待たずにこ
の世を去ったのはどんなにか心残りであったろう。

かれは最後の最後まできわめて冷静で，去る4月22日急変を聞いて長井君とともに病室にかけ

つけた折も「後2，3日が峠だよ」と口ばしって後は言葉にならなかったが，尽すべきを尽した悟
りの境地のかれの姿は誠にりつばであった。死の前前日には綾子夫人，3人のお嬢さん方，おのお
のに細左と遺言をし「仲よく未亡人を助けてくれ」と言い遺している。

かれとしては，3女をりつばに成人させ，長い間苦労を共にしてきた夫人と，これから悠々 と人

生を楽しむつもりであったと思うが，急に先を急ぐはめになったことは心残りなことであったに違

いない。病中よく看病してくれた綾子夫人や，3嬢には満足し，今後をも安心して永の別れをした
ことと思うし，これからもかれの霊は，この人倉によく守られるものと思う。

かれのことだ，今は思い直して，また極楽浄土で蓮の花の手入れでもして，われわれのご入来を

待っていることだろう。

だが，やっぱり寂しい。

《
）

バラ待たず別れし友を花に埋め

一
一
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入会林野は，農山村住民の生活と経済にとって，きわ

めて重要な基盤であるにもかかわらず，従来その利用と

生産性の低いことが問題とされてきて久しい。思えば近

代林政はそこから出発したといってよい。明治以降，大

正，昭和にかけて，日本の林政は入会林野対策そのもの

であったといえる。世に，「入会林野は林政の母である」

といわれるほどに，中心的な課題であった。むしろ，林

政の骨格たる営林監督制度の源泉であったといった方が

よい。それは，実際の行政対象としても，また研究対象

としてもそうであったのである。

今日，政府が新しい観点から取上げようとしていると

ころの，入会林野近代化政策の意義と性格を知るために

は，まず，戦前におけるその政策の意義と性格を検討し

てかからなければならない。なぜならば，数十年にわた

る間，林政の全精力を注いできたところの，かつての入

会林野対策が，その政策体系の下ではついに到達しえな

いで残した入会林野約200万haこそが，今日の問題の

対象であるからである。そしてまた，今日の入会林野対

策は，林政体系たる営林監督制度が経営主義をつけかえ

ようとしている中で生じてきているからでもある。

以前の入会林野政策の性格は，典型的には明治43年か

らはじまって昭和15年まで続けられた，いわゆる治水事

業の一環としてとり上げられたところの「部落有林野整

理統一」に代表されると思う。

この施策が強く推進されていた当時の股山村の状況を

承ると，入会林野に対する旧来の草利用，自家用燃材利

用等は急速に減退してきており，一方，林産物（用材，

薪炭）とくに用材の商品化が急激にかつ幅広く浸透して

いった時代である。もちろん，この浸透は，地方によっ

て早いおそいのちがいがあったがために，林木が高い値

段で売れるということは，ある時は農民達に眼を見はら

せ，またあるところでは林業的利用など考えても見ない

というデコボコはあった。しかし，総じて当時の農山村

民の経済力の水準では，たとえ林業の価値が認識されて

いても，旧来の入会林野を林業的利用に転換するための

投資行為を積極的自発的に行なうことは，不可能なもの

が多かった。このように，一方に，入会林野にかかわり

を持つ農山村民の意職も経済力も低いという条件をかか

えながら，林野の経済環境自体は，伝統的利用の価値低

下と林業的利用の価値高騰とを不断にしかも強く進行さ

せていったのである。

こうした条件の中で，当時の林政朧，強い行政指導に

よって，部落有捗|野を町村有に統一して，そこに造林を

奨励して森林経営を創設していったのである。この場

合，統一事業が磯山村民に大きな苦痛を与え，ために強

い抵抗をひきおこした率例は少なくない。しかしなお，

入会林野のかなりの部分においては，林野の経済的環境

が前述のように，股民の経済と林野の経済との間の激し

いギャップにはさまれて，ともすれば村外流出や特定個

人に集中しやすい状況にあったことも事実である。統一

事業が，入会林野の運命たるこの流出集中を，住民のた

めに未然に防止する職能を持っていたことは，いまなお

大きく評価されなければならない。また，このことがあ

るからこそ，町村有への統一が，部落住民を説得しえ

て，ある程度実行できたとも見られるのである。そし

て，統一された林野のうち，直轄直営として造林され森

林経営が創設された部分は，その林業収入が町対民資格

全員に利益享受されるまでに上向し，教育施設，医擦施

設，有線放送，公民館等をとして大きな役割を果すまで

にいたっているのである。

ところが，入会林野が元来住民の私的な生活，経済の

基盤であるがゆえに，このような町村の公有財産化に上

向吸収されることに対する矛盾は必然である。町村有と

されることをきらって記名共有など私有名儀化された，

いわゆる離権入会林野の面職もすこ‘ぷる大きいものであ

った。また，一応は町村有名儀とされても部落住民の入

会的利用の実質が留保されたところの，いわゆる旧慣使

用林野の面積も，町制右林野のうちに大きな比重を占め

たのである。

当時の林政の全エネルギーを集中したといってもよい

ところの，町村有へ統一により入会権を上向吸収して整

理を行なうという方向での入会林野政策はシこのように

してその限界を露呈せざるを得なかったのである。入会

林野の持っていた二面的な性質の，片面の承からの政策
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が，結局は他の一面の性賀に関する限り，その力が及び

得ない半分の部分を残さざるを得なかったことは，至極

当然の帰結でもあったのである。

入会林野対策が，林政の母とまでいわれたほどに中心

課題であったということの実体は，実は右に述べたよう

に入会林野の片面をとらえてのそれであったのである。

この母なる林政が産象出したものは，町村直営として創

設された森林経営の象が実子であって，もう1人の子，

すなわち離権入会林野および旧慣使用林野に対しては，

森林経営創設への政策努力はまったく象られず，むしろ

やっかいもの扱いで，放置すればいずれは消えていくだ

ろうといった政策態度が続けられてきたのである。た

だ，明治40年森林法には，農民自身による森林経営創設

をねらって施業森林組合の規定が設けられてはいた。だ

が，このような方向への行政指導は実際には誠に手薄い

ものであって，それも14年の法改正で消えて行ったので

ある。

このように，かつての入会林野政策が，営林推進たる

林政の中心課題と称されながら，実は入会林野の一面の

象の対策であった点を正しく理解すること，ここから，

今日の当面する入会林野近代化政策の意義と性格を知る

手掛かりがえられるのである。

元来，行政が，二つの異なった方向でバランスをとっ

て同時に実施されるということはほとんど不可能に近い

ほどむずかしいことであるのかもしれない。とくに，森

林経営のように，その発達に長い年月を要するものに対

する場合しかりといえるだろう。とすれば，一つの方向

に進められた行政が，一定の時間を経て，ある程度の成

果をえても，なお著しくバランスを失したり，あるいは

その方向での行政効果の限界に到達したならば，その時

はいさぎよく他のもう一つの方向への行政を進め，もっ

てバランスの回復と効果の拡大をはかることが必要であ

ると思われる。

今日，政府がとりあげようとしている入会林野近代化

施策は，いま述べたような意味での政策バランスの回復

に，その意義を持っているものと理解される。それは，

従前の入会林野政策の成果と併せて，政策体系を完結し

ようとしているという点で，正に画期的なものといえ

る。とくに，経営主義を付加しようとしている林野体系

の中での完結という意味で，一層このことは強調され

る。

だが反面，今回の入会林野近代化策の意義が上記のよ

うな点にあるからには，その限界もおのずから知られな

’ければならない。

まずもって注意しなければならないのは，今回の施策

が従前の施策と180。反対方向を向いていることである。

だが，このこと，すなわち入会林野の私権確立とその下

における森林経営の創設と推進をねらっているというこ

とは，従前の政策が入会地を上向吸収してすでに町村直

営の森林経営創設をなし遂げた林野の部分を取り崩すと

いうことを意味しているのではないのである。もしそう

だとすれば，「森林経営」の創設と推進という林政体系

自体が崩壊しきってしまうからである。すなわち，この

法律が直接対象とするのは私的名儀の入会林野，および

公有のうちの旧悩使用林野に限定されているのである。

そこにおける森林経営の倉畷が目指されているのであ

る。

第2に，このたびの入会近代化法は，入会林野等にか

かる権利を，国家法の保護を受けうるようなはっきりし

た私権として確立すぁことを助長しようとするものであ

る。すなわち，従来民法上入会確として規定されながら

も，実際上のそれの確保は，農民達の実力と実績による

ほかないといった状況であり，雲して旧慣使用権のよう

な林野利用権の不安定性は著しいものがある。これらの

権利の不安定性が艇民達の林野利用高函上への意欲を減

退させる因であるとして，この権利をはっきりした私権

として確立させようとするのである。言b､かえれば，入

会林野の利用を高函上するために林野権の法律形態を近

代化する，いうならば，まず容器を近代的なものにしよ

うとするのである。内容実体たる，農民による林野利用

の高函上そのものは，直接的にはこの法律からは出てこ

ない。ゆえに造林,林道等の補助金や融資など手厚い国

の産業助成が，同時併行して行なわれ，入会林野の実体

的経済的近代化が強く促進されなければならないのであ

る。むしろ，この法律は，この実体的近代化のための補

助手段たるものである。

もしこの位置が転倒されて，容器ないし外形の象が近

代化され実体がそれについて行けないときは，入会林野

の秩序はますます艇民の行政不信をひきおこすにすぎな

い結果となり終ろう。せっかく，農民の林野として国家

法の被護の下に入れようとして，結果的に艇民に被害を

与えるようなことは厳に戒めなければならない。

第5の注意されるべき点は，農民の側に立って行なわ

れる入会林野の近代化なるものは，元来権利者隆民の自

発的意志一一森林経営への意欲一によらなければなら

ないということである。今回の法律が，あくまで助長法

であるというのは，この点に由来する当然の事である。

しかも，実際には，造林その他林野利用高度化への農民

の自発的意欲は，林野に対する農民経済の状態によっ

て，個有の入会林野ごとに違うのである。してみると，
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入会林野の近代化は，まずもって，有能なコンサルタン

トあるいは林業経営指導員等の，現地における熱心で親

切な技術普及や経営指導，あるいは法律指導からはじめ

られなければならない。そして，なお生じてくるような

紛争や不公正をなくすためには，地方と中央にそれぞれ

審議機関を設けておく必要があることも当然であろう。

ともかく，この法律の巡営に当っては，教育的活動が重

要な要素を占めるべきであるということは銘記されなけ

ればならないだろう。

第4に，入会林野の権利の近代化，いわゆる個別私権

化といわれることが，直ちに林野の物的分割細分化を意

味するものではないことである。むしろ，林野利用の高

度化による収入が，個左の艇民の所得向上に役立つとい

う形で，個食の挫民の権利と権利意識が確立されること

を言うものである。要は，収入源泉たる経営がそこに創

設され推進されることである。その経営による収入が農

民に帰属できればよいわけである。だから，入会林野が

もともと団地を形成している以上，造林その他の経営

は，できる限り共同形態がとられることが望ましい。自

然条件などからして，入会林野の主たる部分は森林経営

に向けられるであろうから，この共同形態には生産森林

組合が適する場合が多いだろう。

旧入会林野が生産森林組合という組合法人の形態をと

ろうとするとき留意すべき点がある。それは，股民達の

自主的生産共同と生産組合なる法人形態とをできるだけ

密着させることである。元来の入会林野と法人形態とは

一体とはなり難いものである。だから，林野の規模や構

成員の数が，共同生産組織に適しないほどに大きいとき

には，法人は個禽の組合員から遊離して分立してしまう

傾向がある。組合員が，真に共同の生産担当者として法

人傘下に組織され得るには，おのずから適正な林野と集

落の配置，広さ，人数等があると考えられる。したがっ

て，この点には十分の配意がなされる必要があろう。ひ

たすらに形態の拳生産組合法人となして，もって生産共

同形態なれりとするは，将来に禍恨を残すもとである。

第5に留意すべきは，生産森林組合等の生産法人化を

とげ，かつ構成員に生産担当者たる意識が十分備わって

いる場合でも，農山村民の低い経済力の現状からすれ

ば，公団や公社による分収造林など外部の資本導入の方

法が森林経営創設のためにとられることが多いであろう

という点である。このような方法がとられあ場合は，と

くに前述したような組合と組合員を結びつけるための配

慮が必要である。少なくとも，労働力は組合柵成員の共

同に依存するといったような運営が必要とされよう。

以上のように，今日当面している入会林野の近代化政

策は，入会林野が元来持つところの過渡的性格の複雑さ

に由来する多くの限界を持っている。とはいえ，従来の

林政が何としても到達しえなかった所まで政策の手をさ

しのべて行なうとする点できわめて意欲的であり，林政

史上も画期的な施策であることは疑いない。

国の手が，政策の及ぶところが，股山村民の皮膚にふ

れる程の施策であるということは，それだけに，実施に

あたってはきめのこまかい，血のかよった行政であるこ

とが要求されるのである。林政の中央も地方もこの点に

十分心を尽して運営され，もってこの林政史上画期間猿

義ある施策を真に画期的たらしめることができるよう心

から望まざるをえないものである。

ｰ
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場といった原野状態になっている。.また樹林地で

あっても，薪炭山が多く，用材生産を目的とした

人工林は28％とかなり低いものとなっている。

草刈鰯ま，野草を主要な肥料源としていた草肥

農業時代の残存物である。こうした農業技術の段

階は，すでに明治の中頃から転換を始め，金肥が

とってかわるようになった。かや場にしても，屋

根をかやで葺く習慣は徐左になくなり，最近では

ほとんどないと考えてもよい。また，自動緋転機

などの導入によって役畜が激減し，飼料としての

雑草の需要も著しく減退してきた。草刈場として

の入会林野の使命は，今日ではなくなったと考え

てもよいであろう。入会林野のいまひとつの大き

な役割は，農山村民の生活の蜜であり，また現金

収入の重要な一部であった薪炭原木を供給するこ

とであった。ところが，周知のごとく，薪炭需要

は，戦後においては昭和25～6年頃をピークにし

て，その後減少の一途をたどり，今後さらに減少

することが見込まれている。

入会林野は，このようにして昔から果してきた

意義・役割を喪失するに至った。なんらかの方向

へ転換しなければならないのである。今までのよ

うな草刈場や薪炭山である限り，その経済的な価

値は，ゼロといっても過言ではあるまい。このこ

とは，単に入会林野だけの問題ではなく，山林原

野利用の一般的な問題でもあろうが，入会林野に

は，他の一般の林野には象られない特殊性があ

る。転換が必要なら，転換すればよいわけである

が，入会林野には，その転換を妨げる特有な障害

が存している。それが，入会権という慣習上の権

利である。

入会林野の利用方法をl伝換すること，今までよ

りは経済的に価値の高い方向で利用する必要性が

大きくなってきたこと，そのことは誰でも知って

いる。なんとかしなければいけないと人為は考え

ている。しかし，それが，入会林野である限り簡

単なことではない。

ある人左は，入会林野の利用の高度化が図られ

ないのは，農山村が貧困だからだという。したが

って，国が思い切った助成措置をとれば問題は解

決されるであろうと。確かにその必要はあるであ

ろう。しかし，入会林野の権利関係を現状のまま

’
－入会林野一

一近代化法案一

一提出の背景と一

一その内容について

-高須幟明・
〔林野庁・調査課長〕

（
）

’
◇はじめに

政府は去る3月,0日,｢叉筌緬等に係る権利
関係の近代化の助長に関する法律案」を国会に提

出した。この法案は，その長い名称が示している

ように，一般に「入会林野」と呼ばれている土地

の上に，昔から存している古い権利関係を近代的

なものに切り替え，その農林業上の利用を増進さ

せ，これによって，その経営の健全な発展を図ろ

うとするものである。そこで，まずこのような法

案を必要とするに至った背景を述べ，それが従前

の入会林野政策とどのような関係にあるかについ
て言及し，最後にこの法案の内容を，なるべく簡

単にご紹介することにしよう。

《
』

◇法案提出の背景

「入会林野」というのは，「入会権（いりあいけ

ん)」の目的となっている山林原野のことである。

入会権の性格については，別稿で解説があるの

で，ここでは詳細に触れないでおくことにするが

入会林野とは，全国の股山村のどこにでも象られ

る草刈場，かや場，野山，共有山，村山などと呼

ばれているものである。

入会林野の面積は，全国で約200万haを超え，

民有林野の13%に当たるという広大なものであ

る。これらの林野のうちには，人工林としてかな

り美林となっているものも見受けられるが，全般

的には，その利用状況は粗放であるといえよう。

まず入会林野の22影を超える部分が草刈職かや
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にしておいて，国の力で，たとえば造林をしよう

としても，いったい，誰を相手にして助成を行な

えばよいのか。入会林野の所有者は誰か。それが

あいまいであるから，保護助成の手がさしのべら

れないという問題がある。明治の終り頃から昭和

10年代の頃，政府は，入会林野を市町村などの

公有財産に編入した上で，国費をもって造林を実

施した。「官行造林」がこれである。この結果，

相当な面稜の入会林野が美林となった。しかし，

多くの場合入会林野の権利関係の近代化を行なわ

ないままであったため，美林となった後その収益

＝の配分をめく・って，多くの紛争を発生させた。皮
肉なことに，入会林野の価値が高くなればなるほ

ど，紛争が起きてくるのである。

入会林野を経済的に価値あるものに転換させる

ためには，資金を導入する以前に，入会林野の権

利関係を明確なものに切り替えておかなければな

らない。封建時代からの土地の支配権である入会

権を消滅させて，これを近代的な権利，たとえば

所有権，地上権，賃借権などの権利に切り替える

必要があるのである。そして，この「権利関係の

近代化」ということが，冒頭に述べた法案の目的

である。

◇入会林野近代化の2つの方向

入会林野の権利関係を明確なものにするための

方向としては，2つの方向が考えられる。戦前に

一採用された入会林野の「公有化」の方向がその一

つである。まず，明治初年の一連の施策によっ

て，多くの入会林野が公有地に編入された。明治

43年に始まる「部落有林野統一事業」や，戦後の

市町村合併によって，さらに入会林野公有,化の方

向が推進された。公有化政策は一つの解決衆であ

り，また事実，ある程度の成果を収めたことも認

めざるを得ない。

しかしながら，入会林野公有化政策の最大の欠

陥は，昔から農山村民の利用に供されてきた野山

を公有化することによって，農山村民から必要な

生産手段を失なわせる結果を招来したことであ

る。明治以来，農山村民はこの方向に抵抗し，公

有化を免がれるためのいろいろな手段を用いた。

入会林野の所有名義を今日の如き混乱に落し入れ

たのは，この結果である。

入会林野の利用権を明確化するいまひとつの方

向は,｢私有化」あるいは「私権化」の方向である。

入会林野の所有者は，通常，その林野に入会権を

もっている人海の集団であると考えられている。

最も典型的なものは部落有の形式である。したが

って，入会林野は，「部落有林野」とも呼ばれる。

部落は法人格を持っていないし，その性格があい

まいである。そこでこの部落有の形式を，近代的

な経済的集団である「法人有」の形式に切りかえ

ることがそのひとつである。たとえば，森林法の

生産森林組合や，農地法の農業生産法人に切り替

えるのである。

入会林野の中には，「割り山」というものがあ

る。これは権利者の1人1人に，一定の割り地が

決められ，個々の権利者は，あたかも私有地と同

じように造林などを行なっているものである。こ

の場合には，法人への切り替えはおそらく困難で

あろう。入会林野を現実に個為の権利者の所有

山，あるいは地上権山として分割せざるを得ない

であろう。この方法によっても，個持の経営規模

は拡大の方向に向うのであるから，法案の意図に

は合致するということができよう。

以上のように，今回の法案が採用している入会

林野近代化の方向は，従来一貫して政府が採用し

てきた「公有化」ということではなく，農山村

民の用益權を確立するための「私有化」あるいは

「私権化」の方向である。このことは，法案の政

策目標から象れぱ当然のことではあろうが，しか

し入会林野対策として眺めると「画期的な転換」

ということができるであろう。しかも，この法案

ば，あくまで強制にわたる干渉を行なわず，むし

ろ，助成措置を通じて誘導しようとしているので

ある。その点，迫力を欠くといわれる点がないで

もないが，私権の調整切り替えということは重大

なことであり，また今後の利用増進ということを

考えて，農山村民自体の意欲に委ねたことは，妥

当な方法というべきであろう。

◇法案の内容

この法案の内容は，入会林野に係る権利関係を

近代化するための手続きを定めること，およびそ
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嘱託による登記のほか，中間省略等の簡素化が図
られることとなっている。

その2は，「各種租税の減免措置」である。ま

ずこの法律によって取得する権利の結果，なんら

かの経済的利益が発生しても，一切の租税が免除

される。次に登記の際必要となる登録税が免除

（法人への現物出資の登記は最高千分の六まで減
税）される。また，地方税である不動産取得税に
ついては，権利者が無償で土地を取得した場合は

免税，有償取得の場合にはその有彼部分の承に課

税され，結果としてば減税となる。

その3は，「予算補助」である。入会権者が整

備計画を作成する際に必要となる事務費や測量費
については，その3分の1（林業柵造改善事業の

一環として行なわれる場合には，2分の1）の補

助を行なう。また，これを指導し援助する都道府

県に対しては，各種経費の2分の1を義務負担す

ることが，法案に明記されている。

の助成措置を定めることである。その内容は，他

にも多く紹介されているので簡単にのべることと

する。まず，若干の言葉を説明しよう。法案では，

入会権の目的となっている林野を「入会林野｣，

そして，入会権を消滅させ，従来の入会権者に新

たな権利を取得させることを「入会林野整備」と

よんでいる。

入会林野整備を行なうには，始めに入会権を有

する集団の構成員全員で，「規約」と「薙備計画」

を作成しなければならない。実際には主になる入

念の手によって原案が作成され，「全員の同意」

をとることになるであろう。整備計画とは，入会

林野のどの部分を，どの権利者に，どのような新

たな権利として取得させるかを明らかにし，その

後の利用方法，利害関係人の有無，金銭の授受の

方法等を定めるものである。

樫備計画の作成が完了した場合には，入会権者
はその代表者を定め，利害関係人の同意書，市町

村長の意見書等の添付書類を付して，その｢認可」

を受けるため都道府県知事に対して申請を行なう

のである。この申請を受けた都道府県知事は，所

定の基準に照らして審査を行ない，適当であると

きはその旨の決定を行なう。

適当である旨の決定をした場合には，都道府知

事はそれを公告することとなる。これは「異議申

出」の機会を与えるためである。そして異議申出

人があったときは，知事は関係者の「協議」を命

じ，あるいは「調停」を行なう。この結果，話し

合いがまとまれば，始めてその計画を認可する。

知事の認可は直ちに公告される。そしてこの公

告があると，「法律的」に入会権は消滅し，新た

な権利が形成される。この新たな権利を安定した

ものとするために，知事はこれらの権利変動に関

する一切の登記手続きを代行する。これらの椛利

を現物出資して，従来の入会集団の全部または一

部を生産森林組合等の法人に切り替えるときは，

その現物出資の登記をもまた，知事が行なう。こ

れで入会林野整備の手続きが一応完了するのであ

る。

入会林野整備を簡素化し助長するために，恩典

として各種の特例が規定されている。まずその一

つが「不動産登記法の特例」で，都道府県知事の

《
）

◇むすび

この法案は，長い間政策の谷間におかれてきた

入会林野に，「近代化の光り」をもたらすことを

目的としている。そして政府は，権利関係を近代

化した林野については，その後の利用の高度化を

促進するため，既存の各種の助成策を優先適用す

ることを考えている。たとえば，造林補助の強

化，造林融盗の積極的な活用，制度造林の推進，

その他幾林業上の諸施策の展開を約束している。

しかしながら，入会林野の近代化をするのは政

府ではない。政府のできることは，それを助長す

ることだけであって，その成否は，正にそれを行

なおうとする腱山村民の意欲にかかっているので

ある。

終りにのぞゑ，この法案が一日も早く国会にお

いて可決され，そしてこの法案の意図するよう

に，全国の入会林野において，力強い近代化への

歩承が開始されることを希望するものである。

《
）
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〔林野庁・調査課〕

◇はじめに

入会林野近代化法案が今国会に提出され，新聞

の論説や記事でしばしば紹介された。また有名な

小繋事件の判決が最高裁でなされて，これも新聞

をにぎわしたりしたことは記憶に新しいところで

ある。そのような記事が紙面に掲戦されると，決

まって「入会権」とか「入会林野」についての解

説が併記されることも，多くの人は気が付いてい

ることであろう。入会権という言葉が一般にはな

じ象が薄いことから，それも当然であろうと思わ

れるが，しかし「入会権とは何か」という問が現

行の法律体系の中でことさらに出されること自体

は，そもそもおかしなことではある。

民法が明治31年に施行されてからすでに約70年

を経過し，その間同法には入会権の規定が厳然と

して存在してきた。これは他の権利においても同

じである。ところが現在では，同法にある「所有

権」「賃借権」「抵当権」「質権」などの権利につ

いて「……権とは何か」という疑問が出されるこ

とは，普通にはないことであるから，入会権の場

合だけが問題になるのには，入会権に限ってなに

か特別な理由があってのことなのか，という疑問

が生ずるであろう。本稿では，このような疑問を

十分に解明する余裕はないけれども，入会権の法

律的な特質の2，3を説明することによりかかる

疑問に答え，入会権についての理解の一助とする

ことにしたい。（詳しくは林野庁調査課長編「入

会林野近代化の指標」を参照されたい｡〕

◇入会権と慣習法

民法の入会権に関する規定は，物権編に2カ条

ある。1つは，第3章所有権第3節共有の中にあ

る第263条で「共有ノ性質ヲ有スル入会権二付テ

ハ各地方ノ‘|賞習二従う外本節ノ規定ヲ適用ス」と

規定するいわゆる共有入会についてであり，もう

1つは，第6章地役権の中にある第294条で「共

有ノ性質ヲ有セサル入会権二付テハ各地方ノ慣習

ニ従う外本章ノ規定ヲ準用ス」と規定するいわゆ

る地役入会についてである。前者の共有入会と後

者の地役入会との区別は，入会権が権利者の共有

の地盤を目的とするか他人の所有する地盤を目的

とするかによっており，大審院の判例や学者の通

説となっている。

ところで，この2カ条にあるように，入会権は

「地方ノ慣習ニ従う外」共有や地役権の規定を適

用ないし準用しているのであって，地方の慣習が

優先適用され，慣習にない部分について補完的に

共有や地役権の規定によるのである。民法が法文

の上でこのように規定したことから，入会権は慣

習法上の権利だということになる。すなわち，明

治31年6月公布された「法例」という法律がある

が，この第2条（慣習法）に「公ノ秩序又ハ善良

ノ風俗二反セサル慣習ハ法令ノ規定二依リテ認メ

タルモノ･･…･ニ限り法律ト同一ノ効力ヲ有ス」と

あるから，前述の2つの条文で「地方ノ慣習ニ従

う」という場合の「慣習」は，法律と同じ効力を

もち，入会権はそのような慣習法の上に成立して

いる権利だということになるのである。

◇入会権の定義

このように入会権の基礎をなすのは慣習である

から入会権の内容もまた慣習の内容によって定ま

ることになる。「地方ノ慣習」という表現の中で

は，当然に地方によって慣習が異なっていること

を予想していると考えてよい。いや，その内容が

さまざまに異なっているからこそ，単純に『入会

権とはかくかくである」という定義規定をしなか

ったのである。明治26年に法典調査会が全国の入

会慣行の内容を知ろうとして調査を行なったが，
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慣行の内容があまりに多種多様であって，一率に

定義することは無理であるとわかり，このような

規定の仕方をせざるを得なかったといわれている

のである。入会権について民法教科書で定義らし

いものを書いているが，だいたいは「一定の地域

の住民が一定の山林原野等について共同して使用

収益をする慣習上の権利である｡｣という程度であ

って，その共同して使用収益する行為について

は，「主として雑草，秣草，薪炭用雑木等の採取

などを，住民の協同体としての団体的管理の下に

行なっている行為である」という程度の説明がな

されているに過ぎない。各地のさまざまな慣習の

最大公約数として概念づけようとすれば，おおむ

ねこの程度のことしかいえないのである。

って林野の管理・処分権の主体となり，構成員は

また集団の許容する範囲において林野利用の権能

をもつという関係になるのであって，全体と個と

が不可分に結び合っている。学者はこのような集

団を「実在的総合人」と呼んでいる。このことは

入会林野の所有関係についても同様であって，集

団が橘成員とは別個の立場で所有しているわけで

はなく，また柵成員個煮が所有権をもつものでも

ない。自分の物であると同時にみんなの物である

という一種の共同所有関係である。学者はこのよ

うな所有を「総有」と呼んでいる。

したがって，入会林野の管理・処分権が入会集

団に帰属し，使用収益権は構成員に属するとはい

っても，権利が二つにすっきり分属すると考える

のは誤りであって，帰するところは構成員全体＝

個の集合体である集団＝に属することになるので

ある。入会権はやっかいな権利だといわれるの

は，このように，慣習によって成立している入会

集団の存在が前提され，それと不可分な関係が形

成されている権利だというところにあると思われ

る。

(2)次に，入会権は山林原野についての使用収益

権であるという点について述べよう。入会という

現象は山林原野にだけあるのではなく，沿革的に

は漁業，温泉，採石などにも存していた。

しかし，これらの権利は漁業法，温泉法，採石

法などで，入漁権，共同漁業権，温泉権，採石権

等として明確に規定されていて，入会権とはいわ

なくなっている（採石法に基づかない採石の場合

には，入会と承られるものも若干ある）ので，現

在では入会権といえば山林原野についての権利を

指すのが普通となっている。

ところで，山林原野についての権利であるとい

う場合には，もう一つの意味があることに注意す

る必要がある。すなわち，入会権は山林原野たる
●●

土地に関する権利であるということである。

これはどういうことかというと，前に述べたよ

うな雑草，秣草，薪炭用雑木の採取などをするこ

とが入会権の内容をなしているが，この場合草や

木そのものについての権利をいうのではなくて，

その土地においてそれらの物の採取等を目的とす
□●●●●●●

る土地支配の権利が入会権なのだということであ

《
）

◇入会権の特質

入会権の定義がこのようであるにしても，しか

しその中では入会権の特質がかなり明確に示され

ている。すなわち次の3点である。第1は，入会

権は慣習上の椛利だということである。第2は，

入会権は一定地域の住民よりなる集団の存在を前

提としている権利だということである。第3に

は，入会権は主として山林原野についての使用収

益権だということである。第1の点についてはす

でに述べたので，第2と第3の点について説明し

よう。

(1)入会権は一般にF部落｣と密接に関連する権利

であるとされているが，この場合の部落というの

は単に行政上の地域を意味しているのではなく，

沿革的には旧藩時代の農民の地域団体たる｢むら」

であって，これを入会との関係でいえば，「林野

の管理および利用のために地縁的関係を基礎とし

て歴史的に形成された慣習上の任意の住民団体」

である。これをわれわれは「入会集団」と呼んで

いる。入会権はこの入会集団に帰属し，入会林野

の管理・処分および運営の権能もまたこの集団に

属するのである。そして，この集団の個狩の幟成

員は，その集団の取り決めに従って林野の使用収

益をすることができるのである。

とはいっても，入会集団とその構成員との関係

は，法人と社員との関係や町村と町村民との関係

とは異なっていて，集団は柵成員全員の意思によ

一

､ー
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る。換言すれば，入会権は，土地についての使

用収益権であり，その内容として産物採取などが

なされるのであって，それが山林原野において行

なわれるのが一般であるということになるのであ

る。

(3)ところで，入会権は使用収益権であるという

ときに雑草，秣草，雑木等の採取という若干の例

示がなされたのであるが，しかしその具体的な形

態は時代の推移とともにさまざまに変化してい

て，現実には入会権に基づくのか，共有権に基づ

くのか，あるいは地上権や賃借権等の契約による

のかが明確でない場合がある。

山村経済が自給的経済から商品経済に変貌する

過程でさまざまな変容を遂げている。利用形態も

共同利用から集団直轄利用や分割利用に移行をゑ

せ，また単なる産物採取利用から育成利用に変わ

りつつあるのである。したがって，入会権である

か否かを判別するためには，現実の個左の林野利

用や管理・処分の実態の中から，以上述べたよう

な，旧慣による集団の存在の有無，個なの利用者

の権能と利用の資格などが集団的規制に基づくか

否か等についての具体的な判断がなされなければ

ならないのである。

最近新潟県内や広島県内において分割地の自由

譲渡に関する入会権の有無についての争いがあ

り，最高裁の判決がなされたが，これによれば，

分割地が自由に譲渡されるのはもはや入会権では

ない，分割地の譲渡が認められても集団の地域の

範囲内で一定の集団規制の下に行なわれるものは

なお入会権と認めてよい，としている。

入会権とは何かという論題に答えることは，抽

象的にはいえても，明確な分類や体系化が不可能

に近いという慣習の複雑多岐な実態の現状では，

きわめてむずかしい。しかし，個を具体的な部落

についてその実態を象れぱ，自から明らかである

といえるであろう。
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ち国有林野の活用は，特に注目すべき政策であるといえ

よう。

一般的に林野を農用地等に転換することは，土地利用

の合理化，資源の臓菌配分という経済理論としての土地

利用区分の分野に属するものであるが，農業構造の改善

のための国有林野の活用は，前述したとおり自立経営の

確立を目指す農業櫛造の改善の施策として経営規模の拡

大のための土地利用区分を政策として促進するものであ

り，また林業構造の改善のための国有林野の活用も同様

に小規模林業経営の規模拡大という行政政策の要請に基

づき政策としてこれを促進するため活用が実施されるも

のである。したがって，農林業の構造改善のための活用

は，単なる土地利用の合瑠上にその基礎をおくものに止

まらず，行政政策の一環を形成するという特別の性格を

有しているわけである。

一方，従来から国有林野の所在する地域においては，

地元住民の福祉や，農林業をはじめとする地元産業の振

興に資するための活用が行なわれてきた。これが，いわ

ゆる一般地元施設制度といわれるものであるが，この一

般地元施設制度は，国有林野のもつ沿革的地理的特殊性

に基づいて実施されてきたものであって，国有林野をと

りまく地域の経済的，社会的諸条件の変動に対応し，国

有林野事業の独得の判断に立って運用されるべき性格を

有している。つまり，国有林野事業の使命の一つである

国有林野の活用は，行政政策の一環として実施される性

格を有するものと，国有林野と地元との相互の特殊な関

係いわば，国有林野の社会的所有としての責務の表現で

ある性格を有するものとの両者が存在するのであって，

後者は前者と明確にその範購を異にするものとして把握

されているのである。

（2）沿革

自給自足を基礎とした閉鎖的な自然経済においては，

llu料，飼料その他生活に必要な物資等の供給源としての

林野の利用を確保することは，農業の再生産の維持に不

可欠の要件であり，したがって，かかる経済構造を可能

ならしめた林野の利用＝入会権による共同利用という権

利関係の発生は，必然性を有するものであった。しかし

ながら，逐次商品生産＝拡大再生産という近代的農業の

発展は自然経済の瀧造に変動を生ぜしめ，入会権等の権

利関係も近代化の過程をたどっているのであるが，地域

によっては，最近にいたるまでこれらの関係が根深く存

在していたのが実態である。ところでこのような自然経

済が支配的であった明治初期に実施された官民有区分の

結果成立した国有林野がその所在地域の農林業と密接な

関係を有しかつ，有することとなったのは，当然の理で

〆

国有林野の

一般地元施設

制度の現況

斎藤清三

〔林野庁・調査官〕

一
）

1．国有林野事業の使命

国有林野すなわち国有林野法第2条に規定されている

国有の森林’原野約760万haは，国有林野事業特別会

計に所属する国有財産であって，全国森林面秋の約30

％，立木蓄積の約50％を占め’わが国の林業に重要な地

位を占めている。このように国民経済の発展に重要な関

係を有する国有林野の管理経営の事業つまり国有林野事

業は，昭和39年に制定された林業基本法において，わが

国の林業の進むべき方向とあわせてその役割を明確にさ

れている｡すなわち，国土の保全その他公益的機能の確

保，重要な林産物の持続的供給ならびに価絡の安定，奥

地未開発林野の開発，農業幟造，林業椛造の改善のた

め，その他産業の振興，住民の福祉の向上のための積極

的な活用を図ることがこれである。
《
）

2．一般地元施設制度

（1）性格

最近におけるわが国の国民経済の急速な発展にともな

い農業，林業については，国民経済の動向に対応して，

昭和ろ6年に農業基本法，昭和39年に林業基本法が制定

され今後の進むべき方向，政策の目標等が明らかにされ

た。そして，その具体的政策としての織造改善事業の一

環として経営規模の拡大が最も重要な施策の一つとして

推進されることとなったが，経営規模の拡大つまり腿用

地，林地の零細経営規模を克服することは，宿命ともい

うべきわが国の経営基盤の特徴の改善を促進することで

あって，このためには，農林業政策を中心としてさら

に，行政政策全般の問題として諸施策を総合的かつ合理

的に運用する必蜜生もあるが，現行農林業の諸施策のう
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一

一

あり，ここに一般地元施設制度の基盤を見い出すことが

できるのであるが，国有林野においては，その管理経営

の近代化に伴ってかかる関係もまた逐次近代法の体系中

に包括され，一般産業，農林業の進展に即応しつつ各種

の一般地元施設制度が体系づけられて現在に至ってい

る。いま，その主要な制度および根拠法令を掲げると，

次のとおりである。

ア，生草，薪炭原木等の採取

㈱官有森林原野および産物特別処分規則････……“

…．．…．（明治24年）

帥（旧)国有林野法（委託林)……･･･（明治32年）

働噺)国有林野法（共用林野)……（昭和26年）

イ，部分林

（了）部分木仕付条例……･･･………｡．…．（明治11年）

（ｲ）（旧)国有林蛾去……････…･……･…（明治32年）

け）（新)国有林野法･････…………･……（昭和26年）

ウ，国有林野の貸付，使用

（アリ官有財産管理規則･…･･･………･…．（明治25年）

（ｲ）（旧)国有林野法．．……･…･････……．（明治52年）

（ｳ）（新)国有林野法．．………･･･…･…．（昭和26年）

なお，このほか不要存置国有林野の売払い，薪炭原木

の慣行特売，市町村交付金等の制度も実施されてきた

が，現代的意義の失われたもの，別個の政策目標に転換

し，次元の相異することとなったもの等経済関係の変動

により制度自体も変遷の道をたどっている。

（3）内容

現在，一般地元施設として一般的には，国有林野の貸

付，使用，部分林，共用林野等の制度を通称している

国有林野貸付使用

が，各制度の地元に果してきた役割は，時代とともにま

た，地域股林業等のすう勢に対応してそれぞれ独自性を

有しているものであるが，制度そのものの内容は，次の

とおりである。

ア・共用林野

共用林野制艇は，近代的腱業に娠換する以前の自給自

足的股業に対応する林野利用の一形態であり，その内容

も自家用薪炭原木’その他生草等の林産物の採取家畜の

放牧等を目的としているものであって，この意味におい

て久会的利用と共通性を有しており，このことは艇業に

おける費本蓄職の一過程として把握さるべき性格のもの

ではなく,股地法上の股用林と同様濃厚に家討維持的色

彩を有し，このため現代自嬉義は喪失しているといって

もよいであろうが，このうち放牧共用林野については，

最近における肉牛’仔牛等の育成についての新たな畜産

政策の展開のもとにおいて，その育成の場としての林野

の活用すなわち混牧林としての放牧共用林野は，放牧と

造林との相互の新技術の開発により魅力ある制度として
発展する可能性を内在しているものと思われる。

イ．部分林

部分林は，遠く藩政時代にその起源を有し，それぞれ

独得の名称を付されていたが，江戸時代における識i了の

拡大による建築材その他用材の需要の増大によって造林
の一般的開始により，後進地域の藩財政の確立の必要性

と，山村民の資産造成の要望とによって成立し，共用林
野が単なる再生産の確保のみに止まるに対し，新たに造
林投資がなされることの特質により拡大再生産につらな
る契機をも有し’分収林業の一形態として容易に近代法

単位面就ha以下2位・料金千円

年 次および面積 料金
件数

零座緯識禦緋､地淵木“|錘業隔地瀞嘩風“剛瀧鼠よび|学校畑地鯉物敷擬箪地放牧地その他地

↓:割…撫‘尋:;‘．鶚:':墓駕…｡皇::蝋‘鴬萱‘蟻“
昭和40年（7,804）42口(46本）（0.40)
3月31日現15,049本

在および昭（640,027､385338.9413,898.5620.46）和39年鹿40,02738,認8.94i3,898.5

塑本表は昭和40年国有林野事業統計霧昭和39年度）による。
無償のものは．件数面積を（）外醤した。
表中の口は口数をもって貸付したもの．また本数は，電柱数等で本数で貸付したもので外書である。
部分林

瀧位ha

'分林｜学校部分林｜各種記念部分林
面積|契約件釧面職|契約件数|面秋雷…織僻蕊,"鴬|鍵驫融鍵繍鴬,鍵難鶏皐駕欝鰯蔑“脊鶏

r"､｡|'"s|,"3'|"1|!',',｡|,"｡j",|""""|"''s|#,@"|'3,4"昭和40年 |‘，"’
濁本表は，昭和40年国有林麺諜統計書（昭和39年度）による。
設定区部分林は，部分林が多数複雑に存在する地方で地域を特定してその殻定を鰯めたものである。
旧慣部分木は，旧国有林野法施行当時（明治32年）すでに国有林野について收益の鱸1を有していた林分を鬮宥林野法に張っ
て部分林と率なしたものである。
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共用林野 単位ha

数｜普遍共剛林野｜薪炭撫緬一
面積|件数|而積|件数|面職
（9,885）
1,817,23111,0291596,93380271,820

総
一
蝿
一
ｍ
控

簡易共用林野

件数|面荊

放牧共用林野

件数|面談
年次および年度

昭和40年3月31日現在
および昭和39年度

’

’ |,淵，”，
(59）
678 10,801

注）本表は，昭和40年国有林野事業統計書（昭和39年度）により作成した。
2種以上の共用林野の性格を有するものは主なる方に掲上し他の棚に（）外撚した。

体系中に包括され，その現代的意義ば，今日における政

策目的としての林業職造改善のための普遍的な活用手段

としてもその存在意義が強調されている。部分林は，分

収造林の一形態であるが，他面，造林地，部分木が国有

財産であること等のため国と造林者との共同経営の立場

をとっているが，従来は，造林者の地位が軽視されがち

であったので，これを改め造林者の経営者としての地位

を確保すべく昭和39年に制度の内容を一部改善したので

あるが，今後さらに，林業経営に相応する計画的設定，

制度融資措置の円滑化，持分権の流動他森林組合，林

業公社等の活用等を講じ，魅力ある制度として配慮すべ

しとする要望がなされている。

ウ．国有林野の貸付，使用

国有林野を林地以外の用途に転用することは，土地の

合理的利用，資源の最適配分の問題に帰着するが，この

討朱においては，国有林野の個有の問題ではなく，一般

の産業における場合と同様の共通の理論のもとに整理す

べき一面を有している。しかしながら国有林野の所在地

域の農林業等の振興のためには，単なる立地理論の難な

らず，歴史的，社会的に諸種の事情をも勘案し，総合的

な判断のもとに決定さるべき独得な関係を有しており，

このため現行法体系も一般の国有財産の場合と異なり，

行政処分の承でなく契約による手段を認める等，より広

汎かつ安定した制度として特別の配慮が払われている。

一方，現在国有林野をとり室く諸情勢として，過去にお

けるがごとき，農耕用地，放牧，採草地等については，

別途政策としての農林業のための活用措置によって充足

せられることから，いわゆる一般地元施設としての重要

性は稀薄化しているが，他面，産業基盤の整備未利用資

源の開発，保健休養施設等国民経済の高度化と地域振興

のための活用の重要性が増大しつつあり，このための新

たな措置を誰ずる必要性が生じている。

等が受けた影響は大きく，このため前述のとおりの改善

対策が実施され，所得較差是正の措置が誰ぜられ，これ

がため，一般地元施設制度についても，これらの動向に

対応して新たな椛想のもとに再検討の必要性が指摘され

た。その第一は，昭和35年10月の農林漁業基本問題調査

会の答申による「林業の基本問題と基本対策」であり，

その第二は，中央森林審議会の昭和58年10月の「地元

農林業の振興等のための国有林野の活用に関する答申」

および昭和40年5月の「国有林野事業の役割りと経営の

あり方についての答申」である。前者は，合理的な経営

規模を保持する家族経営林業を高く評価し，かかる経営

体の形成の必頚生を強調するとともに，農林業経営の発

展，合珂このため活用することが土地の高度利用と地元

住民の所得向上の増大のため必要かつ相当とする国有林

野については，穂極的に売払等の方法により個別経済に

組承入れるべきとし，利用権の設定については，公的規

制の合理的解決を図ることの困難性のため消極的態度を

表明している。後者は，国有林野と地元との良好な協力

関係が醸成されるよう従来の地元施設を社会経済の進展

に対応し，稜極的，かつ前進的に必要な改善を図り，部

分林については，さらに制度改善の措詮を識じ，共用林

野については，存在意義の喪失した薪炭共用林野等の部

分林への転換を促進し，林地の高度利用を促し，また，

新たな地元施策の設定を提言し，制度の円滑な運用を図

ることを答申している。昭和40年1月，従前の一般地元

施設制度の運用についての基本方針に変わり新たな基本

方針が前記答申等を参酌して決定され，それぞれ実施に

移されているが，その基調は，国有林野事業のもつ社会

的所有の責務の側面と，土地の高度利用との基盤に立っ

ているといえよう。

一般地元施設制度の運用は，今後さらに各個別の制度

それ自体の検討のほか，それぞれの地域のもつ特殊な実

情に即応し，より一層のきめ細かい配慮を払い，魅力の

ある制度として円滑，かつ適正な活用を推進する必要性

があると言えよう。

× ×

××

一
一

一

3．一般地元施設制度をめぐる基調と今後の展望につい

て

わが国の急激な高度経済成長は，各方面にもろもろの

影響を与えたが，とりわけ農林業の生産機造，就業織造

－26－



一

一

躯朋皿肥朋朋朋亜、g叩皿服肥叩朋I畑ﾛ肥皿皿ﾛ躯叩服wm躯加砺加販皿曽
璋

霊
函

爵

呂
函

呂
圏

保 育形式と材質畠
■■

園
醤
昌
農
圏
爵
聖
醤
呂

鶯職熊｡嘉車
笛
豐
豐
■■

開皿服服皿服朋髄朋叩加ﾛ即朋叩邪R剛那即B肥肥I珊朋即剛ﾛ砺眼旺珊即叩ﾖ臆

「木材ブームが童だ続いているのに，今ごろ木が売れな

くなることを心配していたらわらわれるかもしれない…

…」これは，今から10年前，求められて寄稿した小冊

子，林業解説シリーズ「成長と材質」の書き出しの文句

である。当時は，まだ，木でさえあれば，なんでも羽が

生えて売れていた時代であり，林業家のうちには，今日

の斜陽ムードを意識していた人はほとんどなかったよう

に思う。

需要量の増大にたいして，過伐につぐ過伐が行なわ

れ，大面積の伐採跡地に，拡大造林計画と称して，いわ

ゆる’短伐期の早生樹種が造林され，計画のうえだけで

は，なんとか生産と消費のバランスがとれる計算になっ

ていたらしい。世はまさに，インスタント時代であり，

林業も百年の計などとはいっておれないことになってい

たようだ。

木材は，戦後，長い間，不足物資であり，まず，量を

確保することが急務であり，量だけ十分あれば，あとは

加工技術の開発によって，何にでも利用できるものと考

えられていた。しかし，こうした事惰も，その後，外材

の輸入が開始されるに至って全く一変してしまった。そ

れまで，羽が生えて売れていたような材が，あちこちで

野積象の蓑ま，売れ残っていく状況が承られるようにな

ってきた。また，最近では，今まで木材の独占場だった

消費分野においても，競走財の生産が活発になり，われ

われの目先を眺めて承ても，木材が，ほかの代替品に食

われていく様子が目立ってきたような気がする。鉄筋コ

ンクリートのオフィスには，スチール家具がおかれ，こ

れが，いかにも生活や事務の近代化や合理化につながっ

ているような錯覚さえ与えだしている。

一方，天然資源としての原料樹種の品質の劣化はます

ます著しくなり，工業材料やエ業製品が多量生産様式の

確立によって，その生産費が次第に低下しているのにた

いして，木材の生産費は伐木造材の機械化ｶﾐ進んでも，

さっぱり低下せず，木材エ業には原木高で，製品安の状

態が続いており，この影響は林業家のなかにもようやく

深刻にあらわれ出しており，とても安定した産業といっ

たものではない。しかし，木材の需要量は年診々，増加

し』これを補うために外材の輸入がすでに総需要量の約

3割，輸入額は年4億ドルに達している。こういった現

象もわれわれは，どう判断したらよいのであろうか。し

ごく，簡単な問題ではないにしても，国内林業からの生

産材が，その質においても，量においても，またその材

価においても外材に匹敵するものになることが必要で，

そのためのビジョンをもつことが日本林業の一つの課題

であろう。

以下，本文は林業の生産技術によって影響される木材

の材質や材質向上のための保育形式などについて若干の

解説を行なったもので，生産材の材質向上について林業

家の認識を少しでも高めることができれば望外の幸であ

る。

保育形式によって影響される材質の特徴

1．幹の成長とかたち

林業においては，樹木の幹を主な利用の対象としてお

り，通常，その材積を最大にしていくための施業法がと

られている。伐期における林分の幹材積を最大にするた

めに，枝があまり太くなら殻いうちに下枝が陽光に不足

して自然に枯れ落ちていくように仕立てていくことが望

ましく，このために，はじめできるだけ密植しておい

て，常に幹と枝の成長をバランスのとれた状態にたもち

ながら，弱い間伐を繰り返えしていく作業法がとられて

いる。土地が肥沃なときは幹も枝もともに成長がよい

が，とくに枝の材積が増える割合が大きいので，不用意

な間伐で林分を開放しう-ぎると，たんに枝の成長量だけ

をよくしていることになりやすい。

幹のかたちについては，蕊跡ｵ用の原木やべ･ニヤ原木で

は，完満で断面が正円に近いものが望ましい。この幹の

完満の程度は製材品の歩止りや製品の品質に影響する重

要な因子であり，樹冠の着生位置や枝の枯れ上がる経過

と密切に関係するものである。

第1表に，植栽密度や保育経過の異なる代表的なスギ

の造林地について，主伐時の立木の幹のかたちや枝の特

徴をしめしたが，この表から承ても，密植したものは疎

植したものにくらべて完満で，枝下高も高く，枝条率は

小さく，幹のかたちや用材歩止りのうえからみてもすぐ。
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第1表産地別スギ造林木の枝条率，幹の外形の特徴
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第2図幹の横断面における枝下材と樹
冠材の模式図

林木の成長にともなって下枝が枯れ上がる経過を幹の

縦断面について模式的に第1図にしめすが，幹の材は枝

が枯れ上がった軌跡を境にして，樹心側の材部を樹冠

ー

3020100102030

直径4画）

第1図枝下材と樹冠材の区分

れていることは明らかである。

2．枝下材と樹冠材の成長
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第2表樹冠材と枝下材の材質の特徴

材’樹 冠 枝 下 材

年輪幅｜いちじるしく広い 狭くて，比較的均一である

|かなり安定している秋材率｜変異が大きい

異状年輪の出現｜偽年輪，アテなどの出現がおおい 総年輪，アテなどの出現が少ない

死節があらわれるか，もしくは無節である

臘随材にくらべて約50%ぐらい大きい（スギ
ではかえって小さい）

枝節性生節のみがあらわれる

一般に小さい（スギのようにこの材部に異状
比重年輪のおおいものではかえって大きくなる例

がおおい）

|かなり短い繊維 長 |樹冠材の2～3倍である

セル･－ス含量|やや少ない
ﾌｨプﾘﾙｱﾝグﾙ｜鈍角である

樹冠材にくらべて約10％ぐらいたかい

鋭角である

一

|乾燥によぉ狂いが比較的小さい伸縮性｜繊維方向の伸縮が大きく，狂いやすい

％

60
材，樹皮側の材部を枝下材として区別し，枝下材をさら

に材に死節を多く含む部分（死節材）と節枝が枯れ落ち

た後にその外側にできる節のない材部（無節材）とに区

別することができる。

針葉樹の造林地で下枝が陽光に不足して枯死しはじめ

るのは，通常枝が発生してから10～15年位にあたってお

り，第2図の幹の横断面に承られるように，樹冠材は樹

心の回りの10～15年輪く．らいの範囲で，年輪幅の広い材

部として認められ，枝下材はその外側の比較的，年輪幅

の狭い材部として区別されるが，これらの材部はたんに

成長が異なるばかりでなく，その材質の特徴にも第2表

にしめすように著しい差異がある。これから明らかなよ

うに，樹冠材は構造材としても年輪幅が広く，低比重で

基礎強度が小さく，節の出現や旋回木理の発生が多く，

製材品には目切れや乾燥による狂いが大きく，枝下材に

くらべて著しく劣っているばかりでなく，パルプ等の原

料材としても，低比重でセルローズ含量もすぐなく，繊

維特性においてもその品質は著しく劣っている。

幹のなかにしめるこの枝下材と樹冠材の比率は，枝が

枯れ上がる経過で変わってくるもので，第3図にスギ造

林木で疎植して無手入れの例（釜淵スギ）と密植して枝

打ちや集約な手入れを行なった例(西川スギ）について，

その樹齢別に枝下材（無節材と死節材）の現われかたを

示した。これから，樹齢の若い時期には枝下材の比率に

著しい差異があるが，樹齢をますにつれて，その差は次

第に近接していき，伐期に近い樹齢においては，枝下材

が幹材積にしめる比率は約80％（無節材60％，死節材20

％）にあたっている。これから詮ても，短伐期材として

幼齢時に伐倒して利用することは，木材の品質の点では

一
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第4表スギ造林地の相対的評価値著しく劣っている樹冠材の材部の比率が大きい時期に利

用していることになり，疎植して無手入れの造林木の場

合には，この点で最も不利なことはあきらかで，生産材

の品質の低下はさけられない。

50年生の造林地’
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3．保育形式の異なる林分の評価

造林地の評価をするときに，たんに成長量だけでな

く，その造林地から採材される原木について製材品を木

取った場合の材価を比較し，生産手段としての林木の保

育鐙愚を経済的な面から評価する必要がある。

林業が土地生産業として木材の生産を目標としている

限りば，生産材を評価することによって，どのような生

産手法が儲かるかどうかを検討することは当然である。

木材の品質にたいする評価は，時代によって多少の変

動はあるが，1例として過去10年間の東京木材市場にお

けるスギ製材品の品等別の価格の変動を調査してふると

第5表に示すとおり，各年次における正角の並1等の製

品価格を100とした場合の各品等別の評価額を比較値で

譲ると，無節167～195～223，上小節153～150～160,小

節112～120～129,並2等68～75～84,並ろ等60～66~

71,押角54～62～66,板類1等80～85へ90である。この

結果から，この相対価格の平均値は，多少の変動はある

としても，スギ製材品の品等別評価基準と象なしうる。

この評価値をもとにして，保育形式の異なるスギ造林

地（第1表参照）で，林齢30年生と40年生における林齢

の生産材積をまとめ，これを伐倒して採材した原木につ

いて，材稜別製品の品等別の材積に，前述の品等別の相

対価格を乗じて，総合的な林齢の評価額を計算して験る

と第4表に示すとおり，疎植して無手入れのものより，

密植して枝打ちや集約な手入れを行なった林分の評価額

がすぐれていることは明らかであり，最も疎植している

妖肥スギの造林地の評伽i額に比べて，西川，吉野スギの

造林地の評価額は約50影以上高い価を示している。 一

誤植訂正

謹しんで，下記の誤植を訂正いたします。

No.288,3月号

頁 行正誤

22下より右13頗る預る

25表9数字はすべてAとBを入れかえる

25下より右’頗る預る

24上より右4表6表9

24右4表11表10

24左上より24（表13）をとる（表13）

、
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森林土壌解説
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は じめに

竹原秀雄

〔林試・土壌調査部長〕
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林地の土壌は，林木が生育する基盤である。林木の生

育に適する土地がなけれで林業はなりたたない。天然林

がほとんどなくなった今日，必要な林木はわれわれが育

てていかなければならない。林地は，林木を育てるため

の生産施設であり道具である。

この》基本的な生産施設である林地の所有形態が，き

わめて非近代的であるため，技術や施策の導入が可能な

形に改善していくことがいわゆる枇造改善の主要な部分

を占めていることは当然であるが，これは，技術以前の

問題であって，林地を生産技術の立場から把握解析して

いくことは，所有形態の近代化と同時に，もしくはむし

ろ先行して進めあくきものと考えられる。

工場の生産施設は，目的とする製品を作るために完全

にコントロールされている。しかし，林地は，これを人

為的にコントロールすることがむずかしいだけでなく，

その性状が大変複雑多様である。場所によって林地の特

質には大きなちがいがあるので，その特質に応じたつか

いかたをしないと，目的とする林木の生産ができないば

かりでなく，とりかえしのつかない韮盤破壊への道を急

ぐこととすらなる。工場の機械の修理は簡単だが，林地

の故障を直すには莫大な時間と経饗を必要とする。

林業や農業のような，土地を生産の基盤とする土地生

産を経営する人達が，その生産施設ともいうべき土地に

対して無関心でいて良い製品が安く生まれるはずはな

い。ところが，セッカチな人は，今，直接欲しいものだ

けに大きな関心を寄せて，その根元にかくれた大切な基

盤のことを忘れてしまいがちである。

農業では，毎年の耕転と施肥，あるいは土壌改良や土

木工事をともなう土地改良が行なわれ，目的とする作物

に適するように土地条件の調節も行なわれる。フレーム

の中の礫耕栽培のように，完全にコンロールされた施設

の中の生産も行なわれる。

林業でも，集約耕転や施肥などで，著しく生産性を筒

めうることができ，特定の栽培法を用いれば，2倍もろ

倍もの収渡を挙げることができないわけではない。問題

は，そのために必要な労力と経饗が，生産物の価格に見

合うかどうか，ということである。

林業では投下した賢本の回収に，著しい長年月を必要

とするし，不便で広大な林地に投入しうる労力には自か

ら限度があると思われる。

さいわいにして，林地の土壌は，植被に覆われて安定

しているかぎり，植物の生育に必要な養分は徐なに表層

に蓄積し，物理性は自然に改良されて，林木の生育に好

適な条件にむかって変化していくという傾向を持ってい

る。その速度は，きわめて緩漫な林地もあれば，速かな

所もあり，ま､らまちである。その傾向をわずかの人為に

よって促進したり抑制したりすることも不可能ではな

い。育林技術の基礎が自然力順応を原則とし，生態的法

則を無視してはなりたたないもとはここにある。

土壌の特性に無理解な行為は土壌悪化，生産低下の悪

循環に追いこむし，エ夫をすれば比較的少ない労力と資

本で，生産性を上げながら，大きな収穫を永続的に挙げ

ていくことができる。

したがって，育林技術の内容も，立地条件がちがうご

とに別になるのが当然で，このためには，森林の区画も

土地条件を中心として決めておくのが理想である。そう

すれば，収穣の予想ももっと合理的に立てられる。林地

の経済的評価も，土壌条件のちがいに基づく生産力のち

がいが基礎となるのがあたりまえのような鈴;する,保
全対策，水源澗獲機能の評価も，森林土壌の物理的特性

やその地学的な生成過程のちがいからなされうる。現在

の土壌調査は，林野土壌の実態把握すなわち，土壌を，

その質と通とその地理的分布を明らかにすることを目標

としているが，その成果は，上述のようにいろいろの面

に展開活用しうる可能性をもっている。

このような土地についての基本調査が，あらゆる土地

計画の基礎として必要であることは，戦後において，狭

い国土の集約な利用という立場から，特に認識を深めら

れた。その後の日本の社会経済情勢は大きく変動してき

ているが，土地利用の高度化と，主要艇林作物の長期自

給体制の必要性については変わりはない｡林野関係では，

農地に先行してこのような基礎調査に踏承切ったが，こ

れは当時の企画者のすぐれた洞察によるものといえるで
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あろう。その成果を必ずとり入れるように規定されてはいるが，
林野の土壌調査事業は，すでに開始後20年に近く，い一般の技術者が，ほんとうにこれを消化し，森林の施業
まなお大面積の末調査地が残されているが，500万haの、に実際に活用する機会は，まだまだ少な過ぎるように思
林蹄の実態が明らかになっている。この間，多勢の調査われる。

者,研究者の努力で数女の新知見が職み上げられてきた。ざいわぱにして，今回，本誌上で一連の森林土壌に関
しかし，土壌図とか，土壌学とかは，林学専攻の人にする解説を鋤晩することが企画された。この磯会に，で
ばいささか難解で利用しにくい一面をもっている。このきるだけわかりやすく，新しい知見をおりこんで，それ

ため，多くの技術者が土壌調査の成果を誤解したり，こぞれ専門の人達に総括的にその内容を紹介してもらいた
れを利用しようという気を起こさなかったことも事実でいと思っていあ。

ある。研暁や調査の成果を，理解しようと努力をしないこれによって，一般の林業技術者の方禽に,森林土壌
人の責任をせめる前に，難解のままに，あるいは利用し‘を中心とした立地に対する関心と理解を少しでも深めて
にくい形のままにしておくことは，専門の研究者や調査いただくことができるならば幸いである。また，これと
者の怠慢でもあることを,私は反省している。このため同時に,林業技術の基礎としての森林土壌の今後の研究
には，幾度か折に触れ，磯会あるごとに，解説書を書いに対して，忌惚のない意見と提言を出していただくこと
たり，講話をしたりもしてきた。国有林の経営案には，を期待している次第でああ。
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こでは，水分，空気の保持，供給に関する問題に焦点を

あわせて，「土壌の物理性」の観点から，林木の生育の

場である土壌の良否を撫斬して象よう。
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蓮 続講座

森林土壌解説 2．有効土履

林木の根が十分に伸長し，樹体を支え，また土壌中の

水分，養分を吸収することのできる土層を有効土層と呼

夢ことにする。林木の生育に必要な条件としてあげた土

層の深さとは，実はこの有効土屑のことを意味する。

林地で土を掘って象れぱすぐわかることだがb表土は

やわらかく，下層へ深く掘りすすむにしたがって堅くな

り，基層ははなはだ堅いのが普通である。根の分布をみ

ると，表土に最も多く，下層にゆくにしたがって少なく

なり基層にはほとんど分布していない。こうしてみる

と，有効土層の内容には，まず第一に堅さの概念が入っ

てくる。

火山山麓では，火山灰，火山砂，礫など粒径の違う土

層が互層をなしていることが多い。なかには数層下にま

う黒な土眉をはさんでいることもある。これは昔の表土

であって，火山の拠出物がその上を被覆してできた埋没

黒土層である。これら多数の土屑のうち，もし1つの層

がきわめて堅密であったとすると，林木の根はこの堅密

層を貫通できないで，伸長がとまる。こうした原因によ

り林木の成長がとまり，樹勢の衰えている造林地をしば

しば見かけることがある。この場合，有効土層は堅密土

層に達するまでの深さと考えてよい。

なお，天然生のモミまたは北海道のトドマツなどの根

は，長い年月を経て，堅密土層を貫通し，その下のやわ

らかい土届でまた広がっている現象が見られる。樹種に
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土壌の物理性

真下育久

〔林試・土壌調査部〕 一
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1林木の生育に必要な土壌条件

林木が正常に生育してゆくために必要なゴゴ壌条件は数

多く考えられあ。このうち，とくに基本的な条件を挙げ
て承よう。

1）土層が深いこと

2）土層が軟いこと

る）養分，水分，空気を十分挺謡えていること

もちろん，これらの条件さえ伽わっていれば林木の生

育には十分でああとはいえない。このほかにもまだ多く

の問題はあるが，少なくとも上記ろ条件は，そのうちの

どれが欠けても，林木の正常な生育は望めない，不可欠

の条件といってよい。養分の貯蔵，供給については,｢土

壌の化学性jの面からの解折を要する点が多いから，こ
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より，また天然生，植栽の別によって，土壌条件に対す

る対応の仕方に連いばあっても，また，致命的な条件に

なるかどうかは別としても，堅密土層が根の生育の障害

になる点にかわりはない。

前後が普通であり，容積重100以上，孔隙率60%以下は

好ましくない。瀬戸内海地方の花崗岩を母材とする播悪

林地には，前者が150～200,後者か50～40%に及ぶもの，

もある。

容積重，孔隙率は土壌の堅密度を大まかに知るには都

合のよい数値ではあるが，水，空気の保持，移動に関す

る土壌物理性の請確な表現方法ではない。第1表を見る

とわかるように，火山灰を母材にする土壌，腐植を多く

含んだ黒色土は，これらの数値がはなはだ小さく，砂礫

質の土壌は大きい。それだからといって，黒色土が通

気，透水性がよく，砂礫土が悪いとは言えない。常識的

にはむしろ逆に砂礫質の土壌の方が水はけはよいと思わ

れている。そこで，土性，母材の意味を物理性の面から

検討して承よう。

第1表容積重，孔隙率

3．土壌の堅密度

畑地では毎年，何回も耕転がくりかえされている。作

物の栽培に要する全労力，機械力のうち，かなりの量が

この耕転に費されているわけである。その目的は，いう

までもなく，土壌をやわらかくすることにある。さらに

多量の堆肥を入れていることも，土壌の物理性，とくに

やわらかさを保つことに1つの主眼が置かれている。

堅い土はなぜ根の生育に障害となるのか，機械的な障

害もあろうが，土層中の水，空気の動きを考慮に入れれ

ば，土壌のかたさの重要性ば浮き上がってくる。水が比

較的よく集まる場所，あるいは湿度の高い平原などでは

土層中にかたい層があると，これが不透水層となり，そ

の上に水が停滞する。一時的な停滞であっても，カラマ

ツの根は障害をうけやすい。最近のカラマツ造林地調査

では，不成績造林の一原因として，土壌の物理性の不良

が報告されている。カラマツばかりでなく，その他の樹

種についても大なり小なり過湿の害は受ける。土壌中の

水分が林木の生育に不可欠の要素であることはよく知ら

れているが，水分が多過ぎると，空気の供給という点で

欠陥となってくる。

このような水・空気の移動に関して重大な要因となる

土壌のかたさは，実は単なる硬度ではない。われわれは

土の硬度によって，その土のもつ物理的な機能の一面を

判断しているに過ぎない。水・空気の動きを支配する直

接の困子は土壌の孔隙であり，間接には土壌の密度であ

る。

古くから土壌の粗密度は容蔽重であらわされている。

一定容積の採土筒で土をとり，これに含まれている固体

部分の重堂をあらわした値である，（単位はg/100cc),

容讃重が大きければ土は堅くしまっていると考えてよ

い。

また，孔隙戯をあらわすには，容職重を固体の比重で

割り，固体部分の実質体祇を求める。一定容稜の採土筒

試料のうち，固体の実澗がわかれば残りは孔隙量とな

る。（単位：容稜百分率）

孔隙率の方が，容積重より，比重を考慮に入れている

だけ，土壌の粗密度をよくあらわしていあわけである。

第1表に,容稜重,孔隙率のおおよその数値を挙げる。

一般の林地では容破重，孔隙率とも表土が小さく，下層

は大きくなるが，平均して，前者が60～80,後者は70%

へ

饗稜重｜孔隙率
黒色土・火山灰土

褐色森林土

砂礫質土壌

搭悪林地土壌

０
０
０
０

５
８
０
５
１
１

へ
一
一
一

０
０
０
０

－
０
６
８
０１

一
へ
一
一

５
０
０
０

７
６
６
４

５
０
５
０

８
８
７
６

4．土性（機械的組成）

一般に，砂質の土は保水能が小さく，反面，排水ばよ

い。逆に粘土質の土では保水能は大きいが，排水は不良

であると考えられている。土壌中の水分，空気は林木に

対して，ともに不可欠の要素であるから，どちらか欠乏

しても生育に支障をきたす。たしかに，播悪林地にはこ

のような極端な封生の土が多い。瀬戸内海地方では花崗

岩を母材とする砂土と石英粗面岩に由来する埴土とが播

悪林地の代表となっていて，前着は水分不足，後者は通

気不良の条件を作っている。もちろん，極端に砂賀，粘

土質に偏した土壌は好ましくない。砂，粘土の区分は，

土壌中の鉱物粒子の大きさ（粒径）による。第2表の区

分基準が国際的に使われている。

第2表土壌粒子の粒径区分

一

1

騒分|“|綱砂龍卿職|徴職|総」
粒径mml>212~02102~o.0212:20021･002>
土壌中に粘土，微砂，砂が何影あるかをあらわした百

分率を機械的組成あるいは粒径組成と言い，その分折を

機械分折または淘汰分折と呼んでいる。機械的組成によ

って，砂壌土，埴壌土など11種類の土性に区分したのが

第5表である。
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昔から土性は土壌物理性の基本となる性質といわれてつまり，土粒の大きさが孔隙の大きさを規定し，それに
きた。そのうち，土性と保水能，透水能の関係をとりあよって水の運動を支配するという考え方がある。
げてみよう。この考え方のなかには土壌柵造，団粒の概念が入って

いない。もし土粒（一次粒子）が単独に，ばらばらに存
第3表土性区分（国際法）

在しているのであれば上記の考え方はなりたち，土性が

土性|記号｜粘土微砂砂 土壌吻瑠生の代表となるであろう。土壌化の進んでいな

hC

lC

CL

L

SiC

SiCL

SiL

SC

SCL

SL

S

45％以上い土，未熟土ともいうべき播悪林地の土では，母材（-
25～4545％以下55％以下次粒子）の性質がそのまま土壌の性質になってあらわれ
15～2525へ45てくるが，一般林地の土壊では，粘土など細かい一次粒

0～1545以下65以下子は必ず多数集烹って団粒を形成している。腐植，蒲
25～4545以上 灰，鉄，アルミニウムなどの物質もこの団粒形成に関係
15～2545以上 している。したがって孔隙径の大きさを支配するものは
0～1545以上

一次粒子の大きさ（土性）ばかりではなく，むしろ団粒
25～4555以上

の形状といった方がよい。とくに，通気，透水性に関係
15～2520以下

をもつ粗孔隙については団粒の形状，堆菰の粗密が一番
0～1565～85

問題になる。このような土粒の集合状態，団粒の形状を
85以上

土壌構造と呼ぶ，土壌櫛造は土壌型分類の重要な基準の

D間隙は小さい。つまり，粘土1つであるから「土壌生成」の章で詳細に説明する。

重埴土

軽埴土

埴質壌土

壌土

微砂質埴土

微砂質埴壌土

微砂質壌土

砂質埴土

砂質埴壌土

砂質壌土

砂士

一
）

粒径の小さい粒子相互の間隙は小さい。つまり，粘土1つであるから「土壌生成」の章で詳細に説明する。

質の土壌の孔隙は微細であり，砂質土壌には粗孔隙が多保水能の面では，腐植，母材などとともに土性の役割

い。微細孔隙中の水は強い毛管張力を受けているから自は大きい。しかし，林木の根が利用できる水分，有効水

由に動くことはできない。反対に粗孔隙内の水は重力にの保持を考えると，土性が必ずしも主役を演じていろと

よって速かに移動し去り，常時は空気で満されている。はいえない。

一一七℃｡□ー邑守Q甦込一一転や_号_で二亘一_せ‐セセセー、……－、匙殆宅、一、画沁込匙一、、屯、廷一廷、恥甦電一＝写へ私唯一、、、、竜一宅追込Ⅵ、ー、、

○ 点格子板（日林協製）

点格子板による藏頑測定はプラニメーター法に比べて，時間は1/5～1/8に短縮され，しかも糖度は全含変

わりません。

透明なフィルムベース（無伸縮）上に点を所要間隔で配列，絡子線を入れたもので図面の上にのせて而瀕

測定をします。

L-Ⅱ型（点間隔10mm大きさ20cm×20cm)1枚800円

M-I型（点間隔5mm大きさ40cm×40cm)1枚2,000円

S-Ⅱ型（点間隔2mm大きさ20cm×20cm)1枚800円

S-皿型（点間隔2mm大きさ12cm×8cm)1枚270円

一
三

○航空写真判読スケール（日林協製）価格1組2,000円(送料実費）

プロットサイズ板1枚350円（〃）

同抽出板〃〃（〃）

模尺板〃〃（〃）

樹冠直径測定板〃〃（〃）

樹冠疎密度板〃〃（〃）

色調板〃〃（〃）

=己=一一や色ミーーー＝逗込L－p＝－－口_－－画｡旦竺延一､亟口逗垂一.＝_ﾛ皿_ミモーーセ竺込甦延や－ここ旦甦？_一垂垂色-込竺一望聖も.屯一一一盃､L、一寸b篭も熟乞－
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留鳥のものだけでも，その半分の約12種になる。これだ

けのものが，春から初夏にかけて，いっせいに鳴きだす

のであるから，森のなかが鳥の声で象ちあふれるのは当

然ということができよう。

コッケーと鳴くクロツグミ

夏に渡ってくるツグミのうちで，いちばんの歌い手は

クロック’ミである。オスは全身が黒く，胸前から腹にか

けてだけ白く，そこに黒い斑点が散在している。くちば

しと脚は黄色であぁから，なかなかにかっこうがいい。

それにひきかえて，メスは全身が暗茶色の地味な羽色

で，いかにも「ぬかみそ女房」的である。このちがい

は，あまりにも対照的である。

鳴き声は，なかまきっての歌手だけに，その

-XIII-

初夏の林に歌うツグミ類
いかにも「ぬかみそ女房」的である。このちがい

らまりにも対照的である。

鳴き声は，なかまきっての歌手だけに，その

歌は複雑なメロデーであるが，北海道ではコッ

ケー・コッケーとききならされている。したが

って，そのままこの烏をコッケーとよんでい

る。コッケーなら知っている，という北海道の

読者も多いと思う。

冬は中国南部から，南北ベトナムに渡って冬

を越し，4月に日本列島を北上して北海道にま

で達する。この渡りの時期には，東京都内にも

姿を現わし，目黒の林業試験場にもたち寄るも

のがある。

この鳥は，林でも杉林のようなこんもりとし

目を好む性質があるから，その姿はなかなか見られ

＝

ツグミといえば，秋の木曽谷を思いだすほど，ここにた林相を好む性質があるから，その姿はなかなか見られ

渡ってくるツグミば，わたくしたち林業関係者にとってない。それでも，地上をぴょんぴょんと飛んで歩いて，

は，なじゑの深いものである。ミミズなどを掘りだして食べているのを見ることがあ

このツグミたちは，北のシベリヤから寒い冬をさけてる。

日本へ渡ってくるもので，ツグミ，シロハラ，マミチャ 巣は地上2メートルぐらいの枝のうえに，枯れた小枝

ジナイの5種類による混成集団である。いわゆる冬鳥とやコケを集めて浅いわん状につくり，これに少量の土を

よぶツグミのなかまである。 用いている。卵はろ～4個をうむ。卵の色は淡い緑灰色

これに対して，春さきになると，わが国に渡ってくるに暗茶色の粗い斑点がある。ヒナは14～15日で生まれ，
ツグミのなかまがいる。それに加えて，いつも国内を放メスによって育てられ，9月には南への旅にでる。

浪しているツグミまでが，春の訪れとともに，美しい声

で思う存分に歌い出すから，かれらの生息地である高原マミジロの声

の林は，たちまちそのコーラスにおおわれてしまう。四クロツグミによく似ている兄弟のような鳥である。こ

季のうちで，もっとも林のなかがにぎやかなシーズンでの鳥の場合は，オスの全身が黒く，眼のうえの部分，つ

ある。重り「ま象」のところが検に細く純白色である。これは

このツグミのなかまは，非常に種類が多く，かつ美しいかにもダンデーである。メスはこれと反対に全身が暗

く，鳴き声もよいのが多い。くわしくいえば，スズメ目茶色で，わずかに「ま象」の部分にうっすらと暗茶色の

のツク．ミ科の鳥で，大きくわけて，ツグミぐらいの大き横線があって，オスのおもかげを残していろ。

さの鳥と，コマドリやコルリなどのなかまとになる。この烏の鴫き声もおもしろく，チ璽ポイジー．チョボ

これらのなかまで，わが国にいるものだけでも，迷鳥イジーとききならされている。このためチョボイチとい

まで含めると，22種にもなってしまう。このうち夏鳥とう方言でよぶ地方もある。

－35－
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島 育ちのアカコッコ

伊豆七島の南半部にある三宅島から八丈島にかけて

が，この鳥の主産地である。南の孤島にすむこの鳥は，

アカハラをさらに淡色にした鳥と思えばまちがいない。

とくに胸から腹にかけてのキツネ色は，濃赤色になって

いて，いかにも南の島にすむ鳥らしい。

おそらく，本州から渡ったアカハラがここにすゑつ

き，島の気候風土に適合し，狭い島でおちいりやすい近

親繁殖によって，アカノ､ラとちがったものになったので

あろう。いわば，ねっからの島育ちというわけである。

三宅島あたりでは，ここに特有なタブを主にした広葉

樹林や，クヌギ林に生活していることが多く，よく地上

にもおりて，ぴょんぴ上んと飛び歩きながら虫やミミズ

を食べている。ときには，かやぶき屋根にいる虫などを

とるために遠慮なく屋根をほるので，農家の人たちから

は，コッコメ，コッコメとしかられることもある。

冬になると，おもしろいことに北方の伊豆大島や，伊

豆半島あたりまでくるものもある。大島では，秋から冬

にかけて生息数がぐんとふえてくる。冬になると南へ渡

らないで，北へ渡るのはかわった習性といわなければな

らない。

屋久島には，ヤクシマアカコッコというごく近い濯諏

が記録されているが，これはいままでに2羽しか採集さ

れていないので，あるいは伊豆七島のものが渡ったので

はなかろうかとも考えられている。いわば，ナゾの烏と

いうことができる。現地の方だのご協力によって明らか

にしたいものである。

冬ば遠くビルマにまで渡るものもあるが，ほとんどの

ものは，中国南部からベトナムあたりまでである。しか

し，なかには四国・九州の太平洋岸にとどまる織着なや

つもいる。

繁殖地に帰ってくるのは4月末であるが，北海首では

5月になってである。クロツグミよりかさらに深い林を

好むから，杉林や針葉樹のあるところにいる。クロツグ

ミにくらべると，その生息数はやや少ないから，富士山

ろくや軽井沢など，林相のよく保たれている地方に多い

ようである。

巣はクロツグミとほとんど同じであるが，低い広葉樹

の枝につくる傾向がある。卵はろ～4個で，青緑色の地

に暗色の斑点があり，これもよく似ている。

一L

森の主人公アカハラ

アカハラとは赤腹で，その名のとおり胸から腹にかけ

て，いちめんのキツネ色である。背面は暗緑茶色で，の

どの部分だけは暗黒色をしている。これらの色も，繁殖

期になると，いちだんと濃くなり美しくなる。クロツグ

ミもマミジロも，オスは美しく，メスは地味で，著しく

羽色がちがっているが，この鳥だけは同じ色彩をしてい

る。

また，夏鳥としてのツグミは，ほとんどが南からの渡

り鳥であるが，アカハラだけは，いつもわが国にいて，

冬になると平地に，夏になると高原に移りすむ，いわゆ

る漂鳥という部類にはいる。

高原の朝は，かれらの天下である。ほかのツグミ類に

くらべると，なんといっても生息数が多いし，その声が

高く，よくとおるから，これがいっせいに鳴きだすと，

たちまち一大コーラスになってしまう。その声は，キョ

ロン・キョロンと，いかにも音楽的である。まず，森の

主人公というのにふさわしい鳥である。

ところが，この森のぬしが近頃めっきり少なくなって

しまった。その原因はよくわからないが，かれらの好む

高原の林が乱伐されてしまい，生息地を失ったのが大き

く影響しているのではなかろうか，と考えられるが，困

ったことである。東京でも，冬になると庭園によくその

姿が見られたのであるが，ここでもめっきり少なくなっ

てしまった。

巣はほかのツク・ミたちと同じように，低い広葉樹の枝

のうえに，わん状につくり，青緑色に暗茶もしくは暗紫

色の斑点のある卵を5～5個うむ。これらのツグミは，

いずれも近い種類であるから，その巣のかたちや，卵の

色などが，ほとんど同じである。このため巣と卵を見た

だけでは，どのツグミのものかわからないことがある。

笛をふくトラツグミ

むかしからヌエとか，地獄鳥とかよんでいる。源頼政
Lしんでん

が紫衰殿で退治して，ときの天皇である近衛帝の病いを

安んじた物語も，この鳥の不吉な鳴き声によるものであ

る。

I､ラツグミというその名のとおり，全身に暗黄色のあ

らい斑点があって，からだば普通のツグミにくらべる

と，ひとまわりぐらい大きい。奄美大島へ行くと，さら

に大きいオオ1,ラツグミという種類もいる。

鳴き声はヒョー・ヒョーと，うすきぴ悪い声で夜明け

まえや，曇った日に暗い林のなかで鳴くから，いっそう

無気味である。さびしい夜道で，ひとりできいたら耳を

ふさぎたくなるだろう。悪魔の声としか思えないであろ

う。夏鳥として渡ってくるが，冬でも太平洋岸の暖地で

は冬を越しているものが多く，東京都下では，3月ごろ

のあけ方によく鳴いている。繁殖は広葉樹林帯の上部で

行なう。

《
》
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本書の樅成にそって，その骨組承経営類型別に経営の展開と実態が考

を紹介すると，まず第I章「吉野林察され，さらに第V章「山林労働組

業の概況と川上村林業」では，考察合の構造と磯能」においては，資本

の対象となる川上村林業の吉野林業に対抗する生産および社会関係にお

における経済的位澄づけが序説的にいて登板する労働問題が取りあつか

とりまとめられ，第Ⅱ章「川上村林われている。

業の歴史的展開」では，一般経済おこのように，本書の理論的骨格

よび林業経済の歴史的変貌のなかでは，第Ⅱ，ⅣおよびV章であり，端

の吉野林業の主な経済主体である山的にいえば，資本の山林取得の行動

林所有者，山守，労働者の行動と性と論理，それが定着した経営の展開

格が，相互の関連において考察さと性絡，ならびに労働の側からぶた

れ，とくに盗本の山林取得過程とそ生産および社会関係の5つの視点か

の論理について詳述されている。まら，資本主義的林業経営の成立をう

た，第Ⅲ章「川上村林業の現況」にたいあげている。

おいては，川上村林業の現状につい 執筆分担は，第I章および第Ⅱ章

てふれられ，理論的考察の場の描写野村男，第Ⅲ章斉藤治蔵，第Ⅳ章

がなされ，第Ⅳ章「吉野林業におけ高木唯夫，第V章吉沢四郎の各氏

る経済の性格」では，吉野地方に一で，林業試験場経営部経済研究室の

般的に存在する山守に焦点をあわせ方煮と奈良県林業指導所の方であ

て，その経営機能の解明をとおし，る。

6ｩ0M.qOOU郷,,4俶句..M‘11‘00,.10001'4Ml卯Il10IO114洲1*I1hlMOlO‘1ｵﾘCMU6吋‘,ll1HmlO9UUO,ⅡoO8oqO109bOOW‘Ⅶ､41"11.00OOIOOlOOqDC.$抄叩011$『『山.l制h0，0．11卜I制QOlDotｳｻ1M順11oqIOOGい'ド116.800t#OD1mBI，Ⅱ11“↓QIjQolhO叩MO川LOj』加0四J

下記の本についてのお問い合せわは，当協会へ

の認ｨ富～

資本主義的

林業経営の成立過程
一

－吉野林業の展開と現状一

野村勇編箸

A5判上製370頁

定価1,000円送料共

発行所日本林業調査会

利潤を得ながら発展する資本主溌

的な企業経営は，はたして林業にお

いて成立するのであろうか。このよ

うな今日的な問題意識をかかげなが

ら，吉野林業地帯を対象に，攪本主
e

義経済下の林業における資本の行動

と論理を考察し，きわめて平易に実

証的にまとめられたこの共同研究

は，利潤追求をしながら資本が木材

生産を連続的に行なう「費本主義的

林業経営」は，完全に成立しうると

いうきわめて大胆でユニークな結論

を，その分析の結果から打ち出して

いる。ここに本書の特色がみられ

る。大規模林業か農家林業かという

2つの路線の是非がなお混迷状態で

論議されているとき，具体的な実態

分析を通して，儲けながら発展する

専業林業がどのような形で成立し，

資本主義経済の展開下においてどの

ような経済的社会的態様を示してき

たかを解明した本書は，これからの

林野行政および林学の考究上不可欠

な礎石を提供したといえるであろ

う。

新 害 コーナー

東京教育大新書判P.134,280円

股学部林学科農林出版社発行

林野庁A5,P､216,800円

研究普及課監修地球出版発行

実践林業大学シリーズ

No.1林業の学び方

早成樹の稚苗と造林の実際－

古 書 コーナー

朝鮮の林蔽

朝鮮産木材の識別法

光陵試験林の一班

潤葉樹林の利用第125号

大日本有用森林樹木図

和英独仏林業辞典

材木の生産取引輸送

日本山林史(保謹林編)上･下

朝鮮総督府
林業試験場
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◇生存者叔勲，林業関係は38名

41年春の生存者叔勲は，股林省関

係は211名であるが，うち林業関係

は38名でその内わけは瑞4が2名，

旭5が9名，瑞5が15名，旭7が7

名，瑞7が4名，賜杯1名であっ

た公

◇林政審議会に3専門委員会設置

5月7日開かれた林政審議会は，

42年度の林政について林野庁と懇談

形式で行なったが，その結果，審議

会内に統計，穂別，価格安定の5専

門委員会を設競することをきめた。

◇製材，特殊合板，集成材製造業近

◇「入会林野等近代化法案」でまでの10カ年間の全国森林計画の残代化計画決定

4参考人意見開陳り7カ年間の計画変更について審議5月12日開かれた中小企業近代化

4月20日の衆院股林水産委員会はした結果，造林を積極的に遂行する審議会第6回艇林部会は，中小企業

『入会林野等近代化法案」について，ことの付帯決議をつけて承認,坂田近代化促進法による①一般製材業

倉沢博東大教授，戒能通孝弁謹士，艇相に答申した。計画変更の要因は（木材チップ製造業を含む）②特殊

大久保毅全国町村会経済股林部長，①保安林面積が当初計画時より240合板製造業③集成材製造業の近代化

安孫子藤吉山形県知醐の4参考人か万547ha増となった基本計卿を3分科会の報告どおり承

ら意見をきいた。4氏の意見は，条②国立公園，国定公園などの面識が認，決定した。

件付で成立賛成であった。約80万ha増となったこれにより5製造業は45年度目標

③薪炭林の利用が減ったに近代化計画を実施することになっ

◇全国森林計画変更④造林面積が約4％減ったことなどた。

5月6日開かれた中央森林審議会である。

は，38年4月1日から48年3月31日
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★永年作物害虫の生物的防除に関する研究

農林水産会議事務局・研究成果
28．1966．5

これば，農林水産技術会議の特別研究饗をもって，昭

和55年から昭和39年までの5カ年にわたって，農林省の

園芸・茶業・蚕糸・林業の4試験場が共同研究を行なっ

た成果の1部である。

本書に記載された大項目は，つぎの8項である。

1微生物的防除に関する研究（蚕糸）

2果実吸蛾類の病原微生物について（園試）

5ミカンコナジラミの寄生菌について（園試）

4クワコナカイガラムシの天敵に関する研究(園試）

5果樹害虫の天敵の繁殖ならびに利用に関する研究

（園試久留米支場）

6コカクモンハマキ，クワシロカイガラムシ，カン

ザワハダニの天敵に関する研究（茶試）

7トドマツ，カラマツに寄生するオオアブラ類の天

敵とその利用（林試北海道支場）

★永年作物土壌病害の環境的防除に関する

研究(励課報告）

一一紋羽病類・ならたけ病の発生環境調査－

1966．5農林水産技術会雛研究成果No.27

縄L

研究年次昭和35～昭和59年（5カ年）

研究項目と研究分担

1．落葉果樹白紋羽病・紫紋羽病の発生環境調査一農技

研病理昆虫部・同化学部

2．柑橘白紋羽病発病地環境調査一園試興津支場

5．りんご紋羽病発生地の土壊環境調査一園試盛岡支場

4．白紋羽病発病茶園の環境調査一茶試栽培部

5．桑樹紋羽病発生地の環境調査一蚕試中部・東北支場

6．カラマツのならたけ病（一発生におよぼす土壌条件

の影瀞および野外観察の知見一）一林試木曽分場

7．カラマツ造林地のならたけ病（一地形および土壌環

境と発病一）一林試北海道支場

ご篭室
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第20回通常総 会

【

一一

次のとおり選出した

理事長石谷憲男

専務理事徳本孝彦

常務理事成松俊男

5月26日(木)午後1時から東京都千代田区永田町1丁

目17番地全国町村会館別館9階ホールにおいて開催。

会員105名が出席して盛大に行なわれた。

総会は石谷理事長の挨拶についで第12回林業技術賞の

表彰，第12回林業技術コンテストの入賞者の表彰を終っ

て総会議事に入った。

議長に長野県林務部長，金井太郎氏を選び下記議案に

ついて審議し，それぞれ原案のとおり承認可決された。

総会終了後，ひきつづいて財団法人林業科学技術振興

所の第5回林業科学技術振興賞授賞式と受賞者の記念講

演を行ないその後映画「青森のヒバ」を上映，午後4時

頃行事を終了した。

石井佐吉

牛山六郎

小畠俊吉

篠崎義徳

竹原秀雄

山田茂夫

平田種男

遠藤蕊数

山村誠次

下平仁

丸田和夫

事手束鶉一

森尾洋一

大塚武行

公平秀蔵

大友栄松

木.馨六郎

夏目正

飯島富五郎

伊藤昇一

渡辺敏夫

吉田博

谷藤正三

長井啓三

沢田秀邦

渡辺洋二

長沼男

科学技術庁

林野庁

〃

〃

林業試験場

東京営林局

東京大学

林総協

王子造林

林野庁

〃

〃

〃

〃

東京営林局

林業試験場

東京都

東京挫工大学

東京教育大学

-|-条製紙

本州製紙

三井物産

谷藤機械

北海道庁

旭川撒林局

北見〃

帯広〃

第20回通常総会決議公告 1

理 《
、

昭和41年5月26日開催の本会第20回通常総会において

次のとおり決議されたので，会員各位に公告します。

昭和41年5月26日

社団法人日本林業技術協会

理事長石谷憲男

記

議案

第1号議案昭和40年度業務報告ならびに収支決算報告

の件

原案のとおり承認可決

第2号議案昭和41年度事業方針ならびに収支予算の件

原案のとおり承認可決

第5号議案昭和41年度借入金の限度額に関する件

限度額5，500万円とすることを決議した

第4号議案役員の任期満了につき改選の件

－40－
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松岡明札幌営林局

中村知吉函館〃

近森嘉吉青森〃

西川徹岩手県

浅野正昭秋田営林局

加藤貞山形県

林正人前橋営林局

川床典輝福島県

五十嵐英一東京営林局

栗田憲二静岡県

柳本一彦長野営林局

金井太郎長野県

有賀美彦名古屋営林局

．和田英次愛知県

堀庄七大阪営林局

高柳正幸奈良県

喜多喜一高知営林局

石井盛次高知大学

川崎修吾熊本営林局

玉木恭一宮崎県

監事今道力林野庁

覚正二王子製紙

昭和40年度収支決算報告書

(1)損益計算書(皇繍:耀罷目）

〔損

還元費

事業費

一般事業費

航測事業費

航測検査費

賦測指導研究費

一般管理費

人件費

運営費

事業外費用

支払利息

減価償却

広告宣伝費

事務受託費

雑損失

退職給与引当金繰入

金〕

6，記1,809円

117,554,721

(51,556,046）

(85,798,675）

109，474

1，610，782

46,274,519

(56,629,205）

（9,645,114）

8，068，105

（1,144,068）

（5,350,474）

（794,391）

（99,000）

（1,536,257）

（651,490）

伽i格変動準備金繰入

貸倒準附金繰入

期首棚卸品

当期剰余金

合計

〔益

会饗収入

事業収入

一般事業収入

航測事業収入

航測検査収入

航測指導研究収入

その他の収入

会館収入

受入利息

事務受託収入

債務免除益

雑収入

退職給与引当金戻入

貸倒準備金戻入

価格変動準備金戻入

期末棚卸品

合計

金〕

（152,520）

（559,903）

4,624,577

9,276,261

195,650,046

9,439,799円

167,620,597

（40,198,106）

(127,422,291）

8，294，681

3，895，465

19857,701

（198,720）

（120,922）

（69,236）

（35,224）

（505,065）

（457,”0）

(340,000)

（200,000）

2，542，003

193，650,046

(2)貸借対照表（昭和41年3月31日現在）

〔借方〕

流動資産

現金および預金

受取手形

売掛金

未収入金

有価証券

棚卸品

固定費産

部分林勘定

土地建物

什器備品

設備

雑賓産

仮払金

貸付金

倣金

19,480,013円

14，000

7，067，242

45，015，902

948,500

2，542，005

4,576,487

18,535,204

8，506，290

1,356,482

1,081,508

15，000

1，500，000

－41－



前払費用

未経過勘定

合計

土地建物

什器備品

設備

仮払金

貸付金

敷金

前払費用

未経過勘定

合計

18，555，204

8，506，290

1，556，482

1，081，508

15，000

1，500，000

1,271,289

115，102

110，005，022

1，271，289

115，102

110，005，022

〔貸

流動負債

支払手形

買掛金

未払金

短期借入金

長期借入金

前受金

預り金

仮受金

引当金

退職給与引当金

価格変動準備金

貸倒引当金

基本財産

基本財産

通常財産

通常財産

設備拡充資金積立金

退職給与積立金

繰越剰余金

当期剰余金

合計

方〕

5,244,460円

16，338，714

11，702，676

21，000，000

2，469，919

184，758

845，176

1，270，550

《

■
》
４負 債

支払手形

買掛金

未払金

短期借入金

長期借入金

前受金

預り金

仮受金

小計

正味資産

合計

5,244,450円

16，538，714

11，702，676

21，000，000

2，469，919

184，758

843，176

1，270，550

59，054，255

50,948,789

110,003,022

一

０
０
一
Ｃ

９
２
０

４
５
９

色
，
３
，

１
２
９

房
》
５
５

（
、
１
５

12，535，544

9，216，128

9，500，000

6,000jOOO

5,057，143

9，276，261

110，003，022

(4)剰余金処分（案）

1．繰越剰余金

1．当期剰余金

5,057,14ろ円

9，276，261

計

これを次の通り処分する。

1．後期繰越剰余金

1

12，555，404

《
〉(3)財産目録（昭和41年5月31日現在）

12,335,404円

費 産

現金

普通預金

当座預金

振替貯金

定期預金

受取手形

売掛金

未収入金I

〃Ⅱ

未収入金Ⅲ

有価証券

棚卸品

部分林勘定

昭和41年5月26日1,518,718円

17，220，198

66，219

465，878

211,000

14,000

7,067,242

3,480，147

58,700,600

855，155

948，500

2，542，003

4,576,487

東京都千代田区六番町7番地

社団法人日本林業技術協会

理事長石谷憲男

上記社団法人日本林業技術協会の昭和40年度業務報

告，収支決算報告（損益計算書，貸借対照表，財産目

録）について監査の結果すべて適法かつ正確であること

を認めます。

監事

監事

今
筧
道 カ

ー

正

－42－



2．支出の部昭和41年度事業方針
1,000,000円

600，000

6,640,000

50,194,000

6,576,000

1，688，000

559，000

860，000

2，200，000

6，000，000

956，000

926,000

540，000

269，000

2，155，000

592，000

1，401，000

548，000

242，000

574，000

1，707，000

4，101，000

5，000，000

400，000

1,500,000

295．000

9，612，000

1，054，000

4，132，000

8，740，000

7，380，000

39，910，000

1，654，000

1,595,000

8009000

695，000

2，000，000

5，985，000

903,000

37，577，000

1，521，000

195，459，000

支部還元費

指導奨励費

役員給与

職員給

臨時職員給

諸給

雑給

厚生費

法定福利費

退職金

通勤費

水道光熱費

保険料

事務所費

消耗品費

消耗備品饗

通信費

交通費

資料費

会議費

会合費

旅費

諸税

会団負担金

維持修繕費

広告宣伝費

印刷費

原稿料

荷造運搬費

仕入費

材料饗

技術料

割引引当

受託費

研究費

雑費

支払利息

備品

部分林

わが国の林業を取りまく諸情勢は，きわめて険しくそ

の将来性について深刻な危倶感がびまんしている。

かかる機に当り，われわれ林業技術関係者は，この窮

境を打開して，今後の林業発展の可能性を図り，その内

包する問題点を見究わめつつ，経営理念の確立を目ざし

て会員の総力を結集した活動を強力に展開しなければな

らない。

したがって，林業技術の改善とその開発ならびに普及

の推進に資することを目標とする従来の事業方針をその

まま受け継ぎながら，さらに海外の林業獅肺に関する諸

情報と資料の収集に努めてその蝋富な経験を学び取り，

当面の課題としては，わが国林業労働の顕著な減少傾向

に対処して，極力，省力林業の発展を推進する上の技術

の研究開発を主眼とす為請活動を重点とする。

また測量指導部においては，林業に鐙ける空中写真利

用の普及に努めつつ新規応用面の開発，その技術の研究

を行なう。

一
■
ｄ
一
■
■

筆

昭 和41年度予算

1．収入の部

8,450,000円

680，000

9，130，000

11,757,000

11，367，000

1，550，000

1，380，000

14，000，000

2，400，000

42，434，000

4，600，000

56，370，000

8，145，000

1，500，000

60，000，000

1,500,000

9,780>000

141，895，000

195，459，000

会溌収入

事業外収入

小計

出版収入

物品販売収入

受託事業収入

広告事業収入

映画事業収入

その他事業収入

小計

撮影事業収入

測量事業収入

森林調査収入

作図作業収入

写真収入

航測研究収入

航測検査収入

小計

合計

一

Ｆ
Ｋ
ｌ
ｒ
６

コンサルタント室関係事業餐

予備費、

合計

－43－
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第 12回林業技術賞

下記のとおり決定いたしました。表彰式は5月26日本会第205月11日審査会を開催し，8名の候補者のうちから，

回通常総会の席上で行なわれた。

太田重良（北海道立林業誰習所長）

「治山工法の改良研究」

池田充輿（宇和島営林署事業課長）

「チェーンソー防振ﾉ､ンドルの考案」

常田修（全国しいたけ普及会理事長）

「しいたけ栽培の研究と普及」

なお，次の2候補の業繍に対しては努力賞を授与した。

柏谷信一（むつ営林署苗畑主任）

「苗畑作業に関する研究と実行」

内田勉（北海道滝川林務署種苗係長）

「とどまつ，からまつの簡易地位判定」 １
１
６
１

－

第12回林業技術コンテスト

5月25日午前8時から東京営林局会議室で14名の参加者を得て開催。同日発表終了後審査を行ない下記の入選者を

選んだ。なお表彰式は，第20回通常総会の席上で行なわれた。

○林野庁長官賛

進藤市郎「経営図形による林業経営類型の分析」京都府
黒岩猛「虹別造林の実体調査報告」中標津営林署

畠山宏「オペレーティングラインハンガーの考案について」二ツ井営林署

○日本林業技術協会賞

真柴孝司「タテヤマスギ選抜木選出とその形質に関する特性調査」名古屋営ﾎｲ掲造林課

鈴木清司「刈払磯用造林木切断防止装澄の零案について」飯山営聯曙

三宅順雄「スリングロープの改良について」奈半利営林署

途半端と思われる号もあったかと恐れております。事務

局も一層の努力を続けるつもりでおりますが，会誌をよ

りよいものにするために，最も必要なことは会員の皆様

の忌輝のない意見の交換にあると思いますので，手紙で

も，電話でも結構ですからよろしくご指導，ご協力のぼ

どをお願い申し上げます。

（八木沢）

惨編集室から。総錨鰯鰯難
ンテストの発表，表彰も，盛会裡に無事終了いたしまし

た。毎年各支部から遠路をいとわず，幹事の方やコンテ

ストの発表者など，多数ご参集いただけるということ

は，誠に有難いことであります。

そしてこの方点が会誌｢林業技術」に非常な関心をお

持ちになり，貴重なご意見をお寄せ下さるので，大変勉

強にもなりますし，また，会員を結ぶ唯一のきずなであ

る本誌を，もっと広く会員の皆様のご意向を取り入れな

ければならないと総会の度に痛感いたします。

本誌の編集は，林野庁，試験場，大学，地方庁，民

間会社などから，各方面のエキスパートを編集委員にお

願いし，毎号の企画を検討していただいているわけです

が，編集実務にたずさわる事務局のメンバーは，残念な

がらまだまだ質愛ともに充実には至りませんで，委員の

方燕のご意向とか持味を十分に生かした編集にはなって

いない面も多く，一冊の本として，まとまりのない，中

へ

1

昭和41年6月10日

林業技

編集発行人

印刷所

術第291号

石谷憲男

大日本印刷株式会社
一一

発 行所社団法人日本林業技術協会

東京都千代田区六番町七番地

祗話（261）5281(代)～5

（振響東京60448審）

－44－
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本 定期刊行物

林業技術（月刊）

森林航測（隔月）

林業技術通信（季刊）

三 円〒円
営横尾多美男線虫のはなし900実費
こ林野庁監修林業技術事例集一省力造林編一
会 600〃

昌日林協編森林の生産力に関する研究
≦ 第Ⅱ報局､N産カラマツ林について藁

菖 45040
三〃〃

鳥第Ⅲ報スギ人工林の物議生産
蔓について45040
琶

夢〃 林業用度量衡換算表（改訂版）28050
毫
三〃 斜距関腫蕊算表11010

萱久田喜二造林の利回り表(再版）32040
＝ロ

ミ林野庁監修図説森林調査と経営計画850実費
三
三〃 図説空中写真測逓と森林判読850〃

亨日林協編航空写真測量テキスト(改訂版）39050
毛

森縮抗測質疑100題室 〃55080
三

重西尾元充航測あ・ら・かると42060

ﾐ塩谷勉世界林業行脚45060
ニ

ミ石川健康外国樹種の造林環境38060

号神足勝浩訳ソ連の森林35050
皇日林協編技術的に見た有名林業(第2集）30050
孟

菖小滝武夫密植造林（4版）15040

諄爲周豊針葉樹を加害する小蛾類』,600実費
皇石崎厚美スギ採穂園の仕立かた17040

昌高橋松尾カラマツ林業総説450実饗

菖栗田｡草下･苅住フランスカイカンシ。ウ18030夢大僑・寺田
=

豊畑野・佐藤・岩川諸外国の林業種苗政策10030

言井上元則欧米森林虫害事情視察記32060
＝

弓日林協編私たちの森林20060
言
電

夢シリーズー最近の林業技術（日林協編）
竜－
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皇1千葉修苗畑における土壌線虫の15020
旨真宮靖治穆震と防除

三3石田正次サンプリングの港え方
皇－主として森林調査について一
三 150〃
薯

＝山田房男マツカレハの生態と防除
三4小山良之助上巻〔生態編〕’50〃
皇5〃〃下巻〔防除編〕150〃

貴6浅川澄彦カラマツの結実促進150〃
言7三宅勇蒸散抑制剤の林業への応用150〃
言8中野真人最近のパルプと原木150〃
皇9弁上場一部山地の放牧利用150〃
竜10中村英碩集材磯索道用根株アンカーの
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三

三
三

日林協編
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遠藤嘉数

斎藤基夫

大隅真一

谷ロ信一

小口義勝

石黒富美男

材界の諸断面

風災5700万石

和紙とその原料

材料としての木材

空からの森林保謹

とどまつ。えぞまつ

欧州林業の二筋道

山口県のヤブ退治

ジュラの旅

シラキニースの大学生活

中村・川瀬・本多

経理学の行く道
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蓮れから 堂に／
経費と労働と神経の大巾節約･･･…

》
一

簾
■目

一
■

測定の都度、親指で押すだ

けで各直経階の本数が盤上

にセットされる｡読み上げ、

復唱、記帳のいらない、1

人で毎調が出来る･･…･最新

式輪尺。

（お申込み次第カタログ進呈）

１
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蕊ﾔｼﾏ農林器具研究所
東京都文京区後楽町1－7．12号

TEL811-4023振替東京10190番
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伸縮のない製図材料と航空写真・地図・第2複図

●ミクロトレースT(特許第276398号)・・・我国は言うまでもなく欧米にも類のないサンドマットの上
に更にケミカルマットを行なった二重マット方式の艇伸縮ポリエステルトレーシングフィルム。

※TタイプはTransparncy(透明）のTををとり透明度は抜群です。指紋・汚れなどもほとんどつ

かず，マット面は溶剤にも溶けません。

※書きよく修正も容易で，壁のニジミもなくマツ1,面に深く浸透するので墨の剥離がありません。

●タイヤマット・・・書きよい均一微細なサンドマットの無伸縮ポリエステルトレーシンク′フィルム。

●ミクロコピー・・・森林基本図用ポリエステルフィルム第2原図（セピア･黒）

●ミクロポジ．．、森林基本図より2万分ノ1及び1万分ノ1などの事業図を製図を行なわず作製す

ることができます。

ｉ
Ｉ

○その他図面複製材料に関することは何なりとご相談下さい。

東京都新宿区新宿2の13（不二川ビル）

TEL(354)0361(代）工場◆東京・埼玉蕊巷もと商会

○デンドロメーター（日林協測樹器）
価格22,500円（〒込）

途

ha当りの林分胸高断面積測定

水平距離測定

樹高測定

傾斜角測定

方位角測定

形式

高サ125mm 重量2709

幅45mm

長サ106mm

概要

この測樹器は従来の林分胸高断面積測定方法の区画測

量，毎木調査を必要とせず,ただ単に林分内の数ケ所で，

その周囲360。の立木をながめ，本器の特徴であるプ

リズムにはまった立木を数え，その平均値に断面砿定

数を掛けるだけで，その林分の1ha当りの胸高断面積

合計が計算されます。

機能

プリズムをのぞくだけで林分胸高断面積測定，水平距

離測定，樹高測定，傾斜角測定が簡単にできます。

磁石で方位角の#1碇もできます。

プリズムの種類

K=4壮令林以上の人工林，天然林，水平距離測定，樹

高測定

K=2幼令林，薪炭林，樹高測定

(水平距離設定用標板付）

用
Ｉ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
Ｖ

必
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発
行
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自動滿合油装置ｲ寸

自動謝宕油装置付

自動手動罰庭用給油装置付

手動給油装置付・アースオーガーf也各牙重ア
タッチメント取付可首E

手､功給ﾗ由装置付

ドライブ・

ドライブ・

ドライブ・

ドライブ。

ダイレクト

タダイレクト

ダイレクト

タ・イレクト

4kg

4kg

8kg

4k贋

ジ
ア
ジ
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皿
却
岬
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一
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58．2〔､c

74cc

lOOc〔、

54．1c⑰

６
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８
５

●
●
。
●

<C-51>77cc･8kg･ダイレクトドライブ・
の火災盗難補ｲ賞くチェンソーイ呆険＞つき
・日本発売15周年記念セーノレ好評実施中

式害就和光寶易株 林
業
技
術

⑯
E亘面

日本総代雛本
●

本社;"東京都品川区北品川6の351．電，話(447）1411（代I
L幌営業所:札幌市北大通り西8の｡2(大栄ピﾙﾙ'電一話(22)5620

）1
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